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令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
㈫
、
ホ
テ

ル
鐘
山
苑
に
於
い
て
開
催
。
定
時
総
会

開
会
前
に
、
中
国
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
第
一

人
者
で
あ
る
神
田
外
語
大
学
教
授
の
興

梠
一
郎
氏
に
よ
る
「
い
ま
中
国
で
何
が

起
き
て
い
る
の
か
」
～
習
近
平
体
制
を

読
み
解
く
～
と
題
す
る
特
別
講
演
会
を

開
催
し
、
会
員
・
一
般
含
め
約
百
五
十

名
が
聴
講
さ
れ
ま
し
た
。

大
月
法
人
会

第
十
二
回
定
時
総
会

特
別
講
演
会

　

定
時
総
会
で
は
、
令
和
四
年
度
決
算
報

告
の
承
認
を
始
め
、
予
定
さ
れ
て
い
た
議

案
す
べ
て
が
原
案
通
り
承
認
可
決
さ
れ
、

任
期
満
了
に
よ
る
役
員
改
選
で
は
、
理
事

五
十
五
名
と
監
事
三
名
の
承
認
後
に
臨
時

理
事
会
を
開
催
し
、
細
田
幸
次
会
長
が
理

事
を
退
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
会
長
に

山
口
照
義
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
細
田

前
会
長
を
始
め
退
任
さ
れ
ま
し
た
役
員
の

皆
様
に
は
、
長
年
に
亘
り
法
人
会
活
動
へ

ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。（
新
役
員
名
は
後
記
掲
載
）

来
賓
名

　

大
月
税
務
署
長　
　

   

佐
藤　
　

清 

様

　

東
京
地
方
税
理
士
会

　
　

大
月
支
部
長　
　

   

梶
原　
　

稔 

様

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

　
　

会
長　
　
　
　

   

髙
野
孫
左
ヱ
門 

様

　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　

統
括
国
税
調
査
官   
下
倉　

貴
幸 

様

　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　

審
理
担
当
国
税
調
査
官   

明
石　

裕
也 

様

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

　
　

事
務
局
長　
　
　

   

植
原　
　

久 
様

　

大
同
生
命
保
険
株
式
会
社
多
摩
支
社

　
　

甲
府
営
業
所
長　

   

上
大
谷
真
幸 

様

　

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
株
式
会
社

　
　

山
梨
支
店
長　
　

   

大
西　

正
人 

様

　

ア
フ
ラ
ッ
ク
生
命
保
険
株
式
会
社

　
　

山
梨
支
社
長　
　

   

川
島　

俊
彦 

様

表
　
彰

一
、
退
任
役
員
感
謝
状

大
月
法
人
会   

山
口
照
義
新
会
長   

挨
拶

税
理
士
会   

梶
原
稔
大
月
支
部
長   

ご
祝
辞

大
月
法
人
会   

細
田
幸
次
会
長   

挨
拶

特
別
講
演
会
　
興
梠
一
郎
氏

大
月
税
務
署   

佐
藤
清
署
長   

ご
祝
辞

　
　

前　

会　

長　
　

   

細
田　

幸
次 

様

　
　

前
副
会
長　
　

   

志
村
美
貴
代 

様

　
　

前
常
任
理
事　
　

   

天
野　

太
文 

様

　
　

前
常
任
理
事　
　

   

立
川　

正
史 

様

　
　

前
常
任
理
事　
　

   

大
森　

剛
仁 

様

　
　

前
常
任
理
事　
　

   

倉
澤　

鶴
義 

様

　
　

前　

理　

事　
　

   

宮
下　

完
爾 

様

　
　

前　

理　

事　
　

   

桑
原　

安
男 

様

　
　

前　

理　

事　
　

   

外
川　

桂
子 

様

　
　

前　

理　

事　
　

   

井
上　

博
之 

様

　
　

前　

監　

事　
　

   

吉
野　

保
美 

様

　
　

前
理
事
相
当　
　

   

臼
井
佳
津
子 

様

　
　

前
理
事
相
当　
　

   

渡
邉
ふ
く
子 

様

二
、
会
員
増
強
表
彰

　
　
　
　
　

銀
賞　

   　

都

留

支

部

三
、
保
障
制
度
元
請
会
社
優
績
社
員
表
彰

　
　

大
同
生
命
保
険
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

前
川
ま
ゆ
み 

様
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山
梨
県
連   

髙
野
孫
左
ヱ
門
会
長   

ご
祝
辞

退
任
役
員
感
謝
状
贈
呈

　
公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

　
　
　
　
　
前
会
長
　
細
田
　
幸
次

　
こ
の
度
、
五
月
二
十
三
日
開
催
の
公
益

社
団
法
人
大
月
法
人
会
第
十
二
回
定
時
総

会
に
お
き
ま
し
て
、
会
長
を
退
任
い
た
し

ま
し
た
。
在
任
中
に
は
会
員
並
び
に
税
務

当
局
を
始
め
と
し
た
関
係
各
位
に
は
公
私

と
も
に
格
別
の
ご
支
援
と
ご
厚
情
を
賜
り

ま
し
た
こ
と
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。
後
任
の
会
長
に
は
山
口
照
義
副
会
長

が
就
任
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ま
で

同
様
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
振
り
返
り
ま
す
と
、
平
成
十
一
年
開
催

の
第
十
七
回
法
人
会
全
国
大
会
（
北
海
道

大
会
）
へ
の
参
加
を
機
に
、
平
成
十
七
年

理
事
、
平
成
二
十
三
年
副
会
長
、
そ
し
て

新
た
な
時
代
と
な
る
令
和
元
年
か
ら
会
長

職
を
拝
命
し
、
二
十
有
余
年
に
亘
り
法
人

会
の
活
動
と
そ
の
運
営
に
携
わ
ら
せ
て
頂

く
と
同
時
に
、
会
員
を
始
め
関
係
の
多
く

の
皆
様
と
交
流
の
場
を
得
ま
し
た
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
経
験

と
財
産
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、

会
長
職
在
任
の
二
期
四
年
の
間
、
そ
の
殆

ど
が
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
社
会
経
済
活

動
が
制
限
さ
れ
、
法
人
会
活
動
に
も
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
特
に
令
和
三

年
五
月
に
創
立
満
七
十
周
年
を
迎
え
る
に

あ
た
り
企
画
し
た
記
念
式
典
、
記
念
祝
賀

会
は
延
期
を
試
み
た
も
の
の
開
催
は
叶
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
平
成
二
十
四
年
に
公
益
法
人
へ
の
移
行

を
経
て
、
創
立
七
十
周
年
を
迎
え
、
先
人

た
ち
が
築
き
上
げ
た
伝
統
あ
る
大
月
法
人

会
は
、
従
来
か
ら
税
知
識
の
普
及
、
納
税

意
識
の
向
上
、
円
滑
な
税
務
行
政
へ
の
協

力
な
ど
、
公
益
性
の
高
い
「
税
」
を
主
軸

に
置
い
た
活
動
に
努
め
て
参
り
ま
し
た
。

と
り
わ
け
、
青
年
部
会
が
主
催
す
る
「
高

校
生
の
税
に
関
す
る
標
語
」、
女
性
部
会

が
主
催
す
る
「
小
学
生
の
租
税
教
室
及
び

税
に
関
す
る
絵
画
・
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー

ル
」
は
、
次
代
を
担
う
こ
ど
も
達
に
税
の

意
義
や
役
割
を
正
し
く
理
解
し
て
頂
く
事

業
と
し
て
定
着
し
、
関
係
の
皆
様
方
か
ら

も
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
ま
た
役
員

の
皆
様
を
中
心
に
税
務
署
と
の
共
催
事
業

や
全
法
連
及
び
県
連
事
業
、
各
支
部
に
お

け
る
税
務
研
修
会
及
び
講
演
会
の
開
催
や

各
種
委
員
会
活
動
、
会
員
増
強
等
々
に
対

し
ま
し
て
積
極
的
に
取
組
ん
で
頂
き
ま
し

て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
社
会
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
な
変
革

期
に
あ
る
中
、
今
後
と
も
地
域
並
び
に
税

の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
新
会

長
を
中
心
に
役
員
各
位
を
始
め
、
会
員
の

皆
様
が
一
致
団
結
し
一
層
の
公
益
性
の
高

い
事
業
推
進
に
努
め
、
地
域
に
根
差
し
た

真
の
公
益
法
人
に
な
り
ま
す
よ
う
努
力
さ

れ
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
退
任
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

　
　
　
　
　
会
　
長
　
山
口
　
照
義

　
こ
の
度
、
五
月
二
十
三
日
開
催
の
定
時

総
会
及
び
理
事
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る

第
九
代
会
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。
細
田

幸
次
前
会
長
の
後
を
受
け
歴
史
と
伝
統
あ

る
大
月
法
人
会
会
長
職
を
精
一
杯
努
め
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
今
後
も
地
域
の
方
々
と
共
に
学
び
、

共
に
発
展
す
る
公
益
法
人
を
目
指
し
取
り

組
ん
で
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
会
員
並
び
に
税
務
当
局
を
始
め
と
し

た
関
係
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
変
わ

ら
ぬ
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　
さ
て
、
三
年
余
り
続
い
て
い
ま
す
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
も
、
こ
の
五
月
か
ら

は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
じ
位
置
付
け
と

な
り
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
日
常
が
戻
り
つ

つ
あ
り
、
経
済
の
柱
と
言
わ
れ
る
観
光
産

業
が
盛
ん
な
我
が
地
域
で
も
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
の
回
復
が
顕
著
と
な
る
な
ど
、
国
内
経

済
が
一
段
と
活
発
化
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
本
題
の
税
制
で
は
、

い
よ
い
よ
来
月
十
月
か
ら
「
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
」
が
実
施
さ
れ
、
さ
ら
に
来
年
一
月

退
任
の
ご
挨
拶

就
任
の
ご
挨
拶
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科　　　目 令和４年度予算 令和４年度決算 令和５年度予算

正味財産増減計算書合計表

700
7,523

12,709,000
8,040,000
9,814,600
1,688,000

100,000
401,100

32,760,923

21,042,542
9,278,766
2,908,437

33,229,745
△ 468,822

243,996,255
243,527,433

9,297,100
9,297,100

△ 9,297,100
0
0
0

243,527,433

180
2,439

12,762,000
4,853,909
9,841,600
1,565,000

85,000
294,871

29,404,999

20,770,633
7,635,589
3,395,140

31,801,362
△ 2,396,363
243,996,255
241,599,892

9,297,100
9,297,100

△ 9,297,100
0
0
0

241,599,892

Ⅰ．一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
　(1) 経常収益
　　 基本財産運用益
　　 特定資産運用益
　　 受取会費
　　 事業収益
　　 受取補助金等
　　 受取負担金
　　 寄附金
　　 雑収益
　　経　常　収　益　計
　(2) 経常費用
　　 公益目的事業
　　 収益事業等
　　 管理費
　　経　常　費　用　計
当期一般正味財産増減額
　　一般正味財産期首残高
　　一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
　受取補助金等
　　受取全法連助成金
　　受取県連助成金
　　一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

700
9,275

12,655,000
8,070,000
9,546,900
1,654,000

100,000
351,100

32,386,975

21,449,174
9,349,305
3,153,686

33,952,165
△ 1,565,190
241,599,892
240,034,702

9,206,900
9,206,900

△ 9,206,900
0
0
0

240,034,702

に
は
「
改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
」
が
義
務

化
さ
れ
ま
す
。
年
々
税
制
が
複
雑
化
さ
れ

る
中
で
、
私
ど
も
大
月
法
人
会
と
し
ま
し

て
も
、
円
滑
な
実
施
及
び
定
着
に
向
け
た

研
修
会
や
説
明
会
を
開
催
し
、
広
く
周
知

と
啓
発
に
努
め
て
参
る
所
存
で
す
。

　
私
ど
も
法
人
会
は
長
き
に
わ
た
り
、
国

や
地
方
公
共
団
体
の
根
幹
と
も
言
え
る

「
税
」
の
分
野
を
中
心
に
活
動
し
、『
税
の

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営
者
の
団

体
と
し
て
、
企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地

域
の
振
興
に
寄
与
し
、
国
と
社
会
の
繁
栄

に
貢
献
す
る
』
と
い
う
理
念
の
も
と
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
特
に
税
の
啓
発
を
中
心
と
す
る

活
動
や
地
域
社
会
へ
の
貢
献
活
動
が
、
各

支
部
を
始
め
と
し
、
青
年
部
会
及
び
女
性

部
会
の
柔
軟
な
発
想
と
機
敏
な
行
動
力
を

活
か
し
て
、
そ
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
り
わ
け
、
青

年
部
会
の
「
高
校
生
の
税
に
関
す
る
標

語
」、
女
性
部
会
の
「
小
学
生
租
税
教
室

及
び
税
金
絵
画
・
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」

は
、
公
益
の
基
幹
事
業
と
な
っ
て
お
り
、

関
係
の
皆
様
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
お

り
ま
す
。
各
支
部
並
び
に
、
青
年
部
会
・

女
性
部
会
の
皆
様
方
に
対
し
、
深
く
敬
意

を
表
し
ま
す
と
共
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
改
め
ま
し
て
会
員
皆
様
方
の
法

人
会
活
動
へ
の
ご
理
解
ご
協
力
ご
参
加
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
会
員
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
会

員
企
業
の
益
々
の
ご
繁
栄
を
ご
祈
念
申

し
上
げ
、
会
長
就
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
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顧
　
問

　

滝
口
　
哲
夫

　

原
田
　
　
威

相
談
役

　

堀
内
　
富
久　

堀
内
電
気
㈱

　

長
田
　
富
也　

ア
イ
ト
ー
電
子
㈱

　

新
名
　
米
光　

㈱
新
名
製
作
所

　

細
谷
　
憲
二　

中
央
観
光
㈱

　

外
川
　
凱
昭　

㈲
山
岸
旅
館

　

小
林
余
し
緒　

小
林
工
業
㈱

★
細
田
　
幸
次　

㈱
富
士
山
ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム

★
志
村
美
貴
代　

日
伸
総
建
㈱

　

小
嶋
　
俊
学　

㈱
山
梨
中
央
銀
行
吉
田
支
店

★
梶
原
　
　
稔　
東
京
地
方
税
理
士
会
大
月
支
部

会
　
長

★
山
口
　
照
義　

㈱
メ
イ
ト

副
会
長

　

川
上
洋
一
郎　

川
上
建
設
㈱

　

梶
原
　
秀
博　

㈱
梶
原
工
業
所

　

吉
沢
　
秀
雄　

㈲
吉
沢
製
パ
ン

　

堀
江
　
俊
隆　

㈱
堀
江
製
作
所

★
越
石
　
賢
一　

㈱
ミ
ネ
ル
バ

★
鈴
木
　
誠
一　

㈱
鈴
木
製
作
所

専
務
理
事
兼
事
務
局
長

　
小
笠
原
能
久　

公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

常
任
理
事

　

土
屋
き
よ
美　

㈱
土
屋
製
作
所

　

三
木
　
範
之　

甲
陽
産
業
㈱

★
西
室
　
信
男　

㈲
西
忠
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

　
餌
取
　
一
成　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

★
小
林
　
清
哲　

㈲
小
林
仏
壇

　

渡
邊
　
和
彦　

都
留
信
用
組
合

　

堀
内
光
一
郎　

富
士
急
行
㈱

　

伊
東
　
貴
也　

伊
東
商
店
㈱

★
小
佐
野
昇
一　

㈲
こ
み
た
け
売
店

★
吉
元
　
　
潤　

吉
田
精
工
㈱

　

高
村
　
浩
明　

富
士
水
熱
設
備
工
業
㈱

　

柏
木
お
さ
む　

㈲
フ
ロ
ス
ジ
ャ
パ
ン

★
外
川
正
知
恵　

㈲
天
下
茶
屋

★
大
石
　
秀
世　

㈱
ア
ト
ラ
ス
測
量

理
　
事

　
白
木
　
孝
郎　

三
共
建
設
㈱

　
守
屋
　
博
文　

㈱
ト
ー
ホ
ー

　
尾
形
　
　
直　

㈱
尾
形
製
作
所

　
市
川
　
公
子　

市
川
リ
ー
ス
㈱

　
内
藤
　
定
子　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商

　
清
水
美
恵
子　

㈱
龍
美
建
設

　
平
井
　
　
勉　

㈱
平
井
製
作
所

★
天
野
　
統
一　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ラ
ス
ト
㈲

　
赤
澤
　
克
夫　

山
二
商
事
㈱

　
金
巻
　
　
裕　

㈲
中
村
薬
局

　
山
口
　
光
子　

㈲
山
口
製
作
所

★
奥
秋
　
公
大　

奥
秋
建
設
㈱

　
菊
地
　
明
久　

㈱
長
田
電
材
工
業

　
渡
邉
　
　
稔　

㈱
渡
辺
商
店

★
鶴
田
み
さ
子　

㈱
ツ
ル
タ

★
桑
原
　
大
輔　

桑
原
電
業
㈱

★
白
須
　
一
政　

㈱
シ
ラ
ス
自
工

★
桑
原
　
　
誠　

秋
山
土
建
㈱

★
大
森
　
雄
介　

㈱
大
森
工
務
所

　
渡
邉
　
千
恵　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　
白
井
恵
美
子　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱

★
宮
下
　
　
崇
　
テ
ク
ト
㈱

　
山
下
佐
一
郎　

芙
蓉
実
業
㈱

　
横
打
香
代
子　

㈱
山
梨
重
機

★
武
川
　
哲
也　

㈱
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
富
士
五
湖

　

大
森
　
保
廣　

㈱
大
森
林
業
所

　
三
浦
　
　
信　

三
浦
化
成
工
業
㈱

　
河
内
　
正
子　
㈲
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ

★
田
中
　
良
彦　

さ
ざ
な
み
産
業
㈱

　
井
出
　
泰
済　

㈱
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

　
井
出
　
　
隆　

井
出
電
気
㈱

★
渡
邉
　
良
孝　

登
り
坂
石
油
㈱

　
小
林
ゆ
く
よ　

㈱
コ
バ
ヤ
シ
工
業

監
　
事

　
佐
々
木
弘
之　

㈱
田
中
屋

★
荻
原
　
秀
祥　

㈱
ユ
ー
シ
ン

★
小
谷
田
　
融　

富
士
観
光
開
発
㈱

理
事
相
当

　
吉
澤
　
武
司　

富
士
航
空
電
子
㈱

　
小
泉
　
裕
次　

㈱
ユ
ー
キ

　
小
高
　
洋
子　

㈲
コ
タ
カ
電
化

　
小
林
　
宏
好　

大
一
木
材
㈱

　
市
川
　
賢
一　

㈲
大
中
精
機
製
作
所

　
土
屋
　
和
也　

㈲
土
屋
輪
業

★
小
俣
　
真
吾　

㈱
丸
真
建
設

　

中
村
　
　
武　

中
村
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱

　
佐
波
　
佳
子　

㈱
サ
ナ
ミ
製
作
所

　

熊
坂
栄
太
郎　

㈲
丸
栄
不
動
産

　
堀
内
　
慎
也　

堀
内
電
気
㈱

　
堀
内
　
花
代　

堀
建
ト
ー
ヨ
ー
住
器
㈱

★
佐
藤
　
　
誠　

㈱
佐
藤
ダ
ン
ボ
ー
ル

★
細
田
　
浩
一　

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ

★
桑
原
　
貞
雄　

㈱
桑
原
興
業

　

山
崎
　
泰
洋　

山
崎
織
物
㈱

★
前
田
　
市
郎　

㈱
前
田
源
商
店

★
前
田
正
太
郎　

㈱
マ
エ
セ
ン

★
萱
沼
　
孝
夫　

㈱
萱
沼
商
事

　
小
池
　
久
司
　
㈲
小
池
時
計
店

　
渡
辺
　
浩
次　

渡
秀
工
業
㈱

★
小
野
耕
太
郎　

フ
ジ
ヤ
マ
㈱

　
堀
内
　
　
満　

パ
イ
ロ
ッ
ト
測
量
設
計
㈱

　
中
村
　
　
元　

㈲
東
京
屋
製
菓

　
相
生
　
光
晴　

富
士
急
行
㈱

　
岩
田
　
伸
吾　

㈲
寿
司
華

　
渡
邊
　
三
雄　

三
和
建
設
㈱

★
奥
脇
　
芳
弘　

宮
川
電
気
㈱

★
河
野
　
大
介　

㈲
河
野
保
険
事
務
所

　
渡
辺
　
教
彦　

㈱
渡
辺
工
務
店

　
渡
邉
　
林
美　

登
り
坂
石
油
㈱

　
中
村
　
勝
子
　
㈱
オ
プ
ト
ナ
カ
ム
ラ

　
渡
辺
　
松
氏　

㈲
旅
館
松
屋

　
三
浦
　
敬
伯　

㈱
サ
イ
コ

　
松
浦
　
潤
一　

㈱
エ
ム
テ
ィ
ー
シ
ー

　
倉
澤
　
光
代　

㈱
協
和
生
コ
ン

（
★
印
は
新
任
）

大
月
法
人
会
役
員
　
　（
順
不
同
、
敬
称
略
）
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山
梨
県
連   

関
光
良
新
会
長   

挨
拶

全
法
連
功
労
者
表
彰

山
梨
県
連   

髙
野
孫
左
ヱ
門
会
長   

挨
拶

山
梨
県
連
退
任
役
員
感
謝
状

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

第
十
一
回
定
時
総
会

　

令
和
五
年
六
月
二
十
日
㈫
、
甲
府
記
念

日
ホ
テ
ル
に
於
い
て
開
催
さ
れ
、
当
会
よ

り
十
五
名
が
出
席
。
任
期
満
了
に
よ
る
役

員
改
選
が
行
わ
れ
、
髙
野
孫
左
ヱ
門
会
長

が
退
任
さ
れ
、
新
会
長
に
関
光
良
氏
が
選

任
さ
れ
ま
し
た

　

総
会
終
了
後
の
表
彰
式
に
お
い
て
、
当

会
よ
り
次
の
方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

全
法
連
功
労
者
表
彰

　
前
常
任
理
事

　
　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ラ
ス
ト
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
野
　
太
文
様

　
理
　
　
事

　
　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商　

内
藤
　
定
子
様

山
梨
県
連
功
労
者
表
彰

　
常
任
理
事

　
　

富
士
水
熱
設
備
工
業
㈱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
村
　
浩
明
様

　
常
任
理
事

　
　
　
　

伊
東
商
店
㈱　

伊
東
　
貴
也
様

山
梨
県
連
退
任
役
員
感
謝
状

　
山
梨
県
連
前
副
会
長

　
　

㈱
富
士
山
ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
田
　
幸
次
様
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関
係
民
間
団
体
長
会

関
係
民
間
団
体
意
見
交
換
会

　

大
月
税
務
署
管
内
関
係
民
間
団
体
事

務
局
長
会
・
団
体
長
会
が
六
月
二
日
㈮
、

十
四
日
㈬
、
大
月
税
務
署
会
議
室
に
於
い

て
開
催
さ
れ
、
令
和
四
年
度
事
業
・
決
算

報
告
及
び
令
和
五
年
度
事
業
計
画
・
予
算

を
原
案
通
り
承
認
。

　

七
月
十
九
日
㈬
、
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
に
於

い
て
、
大
月
税
務
署
定
例
人
事
異
動
後

初
め
て
の
関
係
民
間
団
体
長
会
を
開
催
の

後
、
税
務
署
幹
部
職
員
及
び
団
体
役
員
等

総
勢
九
十
七
名
出
席
の
下
、
四
年
振
り
の

意
見
交
換
会
が
開
催
さ
れ
、
新
任
の
清
田

康
隆
大
月
税
務
署
長
以
下
署
幹
部
職
員
の

紹
介
を
始
め
、
税
務
署
と
の
意
見
交
換
並

び
に
団
体
役
員
相
互
の
親
睦
・
交
流
が
図

ら
れ
ま
し
た
。

支
部
活
動
報
告

富
士
吉
田
支
部
役
員
会

五
月
二
十
六
日
㈮
　
都
留
信
用
組
合
本
店

富
士
吉
田
支
部
セ
ミ
ナ
ー

　

富
士
吉
田
支
部
主
催
に
よ
る
令
和
五

年
度
富
士
吉
田
支
部
セ
ミ
ナ
ー
を
六
月

二
十
一
日
㈬
、
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
に
於
い
て

開
催
。
開
会
に
あ
た
り
川
上
洋
一
郎
大
月

法
人
会
副
会
長
、
下
倉
貴
幸
大
月
税
務
署

法
人
課
税
第
一
部
門
統
括
国
税
調
査
官
よ

り
ご
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。
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第
一
部
の
税
務
研
修
会
で
は
「
電
子
帳

簿
保
存
法
と
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
明
石
裕
也
大
月
税
務
署
法

人
課
税
第
一
部
門
審
理
担
当
国
税
調
査
官

よ
り
詳
し
く
解
説
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

第
二
部
の
特
別
講
演
会
で
は
静
岡
大
学

名
誉
教
授
で
歴
史
学
者
の
小
和
田
哲
男
先

生
を
お
招
き
し
「
大
河
ド
ラ
マ
に
み
る
戦

国
武
将
の
先
見
力
と
決
断
力
～
家
康　

天

下
統
一
ま
で
の
道
の
り
」
と
題
し
た
講
演

会
を
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。
小
和
田
先
生

は
戦
国
時
代
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り

大
河
ド
ラ
マ
で
も
数
多
く
の
時
代
考
証
を

担
当
さ
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。
本
能
寺
の

変
で
信
長
を
倒
す
も
の
の
計
画
が
狂
い
そ

の
後
に
豊
臣
秀
吉
ら
連
合
軍
に
討
伐
さ
れ

た
明
智
光
秀
、そ
し
て
天
下
分
け
目
の
関
ヶ

原
の
戦
い
で
大
敗
し
た
石
田
三
成
。
成
功

さ
れ
て
い
る
歴
史
も
の
は
史
実
が
捻
じ
曲

げ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
こ
こ

数
年
中
止
に
な
っ
て
い
た
セ
ミ
ナ
ー
終
了

後
の
意
見
交
換
会
は
４
年
ぶ
り
に
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
、
大
月
税
務
署
か
ら
も
署

長
以
下
三
名
の
方
に
ご
出
席
頂
き
有
意
義

な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

富
士
吉
田
支
部
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
に
あ

た
り
親
会
・
青
年
部
会
・
女
性
部
会
の
皆

様
に
は
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
て
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

富
士
吉
田
六
支
部

　
　
　
　
　

統
括
支
部
長　

伊
東　

貴
也

と
失
敗
、
光
と
陰
。
同
じ
天
下
統
一
と
い

う
志
を
持
ち
な
が
ら
も
、
何
が
両
者
の
明

暗
を
分
け
た
の
か
、
歴
史
を
紐
解
き
な
が

ら
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
戦
国
武
将
の
決
断
力
と
勝
因
や

敗
因
を
解
説
さ
れ
た
あ
と
、経
営
者
の
方
々

に
向
け
て
組
織
活
性
化
の
た
め
の
ヒ
ン
ト

を
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
戦
国
武
将
と
い

う
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
、
そ
の
戦
法
や
戦

略
は
現
代
の
経
営
哲
学
に
も
通
じ
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
史
実
に
基
づ
い
て

ド
ラ
マ
を
作
り
た
い
小
和
田
先
生
と
視
聴

率
を
取
り
た
い
が
た
め
に
史
実
と
異
な
る

脚
色
を
し
て
し
ま
う
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と

の
せ
め
ぎ
あ
い
も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
が

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
意
向
に
沿
っ
た
形
で

作
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
含
め
テ
レ
ビ
や
映
画
等
で
放
映

都
留
支
部
役
員
会

七
月
四
日
㈫
　
割
烹
ふ
る
や

第
一
部
　
講
師
　
明
石
裕
也
氏

意
見
交
換
会

退
任
役
員
花
束
贈
呈

第
二
部
　
講
師
　
小
和
田
哲
男
氏
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青
年
部
会
活
動
報
告

　

青
年
部
会

　
　
　
　

前
部
会
長　

吉
元
　
　
潤

　

～
初
春
の
令
月
に
し
て　

気
淑
く
風
和

ぎ　

梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き　

蘭
は
珮
後

の
香
を
薫
す
～

　

二
〇
一
九
年
五
月
。
日
本
の
暦
、
元
号

が
「
平
成
」
か
ら
『
令
和
』
へ
と
変
わ
っ

た
。
そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
私
の
部

会
長
と
し
て
の
法
人
会
活
動
が
始
ま
り
ま

し
た
。

　

冒
頭
の
一
説
は
、
万
葉
集
か
ら
取
っ
た

言
葉
で
、『
令
和
』
の
語
源
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
政
府
は
「
こ
の
『
令
和
』
に
は
、

人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文

化
が
生
ま
れ
育
つ
、
と
い
う
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま

す
。

　

前
任
の
小
佐
野
昇
一
前
部
会
長
を
引

き
継
ぎ
、
二
期
四
年
。
就
任
翌
年
の

２
０
２
０
年
か
ら
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
世
界
的
大
流
行
に
・
・
・
。

そ
ん
な
中
、「
何
と
か
法
人
会
活
動
を
」

と
ひ
と
り
意
気
込
ん
で
も
、【
自
粛
】
に

よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
人
間
関
係
、
組
織

の
体
裁
は
、
私
の
不
甲
斐
な
さ
も
相
ま
っ

て
、
上
向
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
コ
ロ
ナ
を
理
由
に
し
た
く
あ
り
ま
せ

ん
が
、
思
っ
た
活
動
が
出
来
な
か
っ
た
事
、

活
動
・
取
り
組
み
に
理
解
い
た
だ
け
な

か
っ
た
事
が
心
残
り
で
、
自
責
・
悔
恨
の

念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　
「
人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、

文
化
が
生
ま
れ
育
つ
・
・
・『
令
和
』
の

願
い
は
良
い
方
向
へ
向
か
う
の
で
し
ょ
う

か
？

　

最
後
に
、
青
年
部
会
長
と
し
て
の
在
任

期
間
、
応
援
い
た
だ
き
、
協
力
を
し
て
い

た
だ
い
た
全
て
の
皆
々
様
に
感
謝
申
し
上

げ
る
と
共
に
、
今
後
は
宮
下
崇
新
部
会
長

の
下
、
今
ま
で
以
上
に
ご
支
援
・
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
し
、
退
任
の
挨

拶
と
い
た
し
ま
す
。

青
年
部
会
長
退
任
の
挨
拶

　

青
年
部
会

　
　
　
　
　

部
会
長　

宮
下
　
　
崇

　

こ
の
度
、
公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

第
七
代
青
年
部
会
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た

宮
下
崇
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

昭
和
五
十
三
年
に
大
月
法
人
青
年
部
会

が
発
足
し
て
か
ら
、
今
年
で
四
十
五
年
目

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も

ひ
と
え
に
、
青
年
部
会
活
動
を
日
頃
支
援

し
て
頂
い
て
い
る
諸
先
輩
方
は
も
と
よ

り
、
税
務
当
局
の
ご
指
導
、
大
月
法
人
会

事
務
局
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
て
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝

と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
伝
統
あ
る
大
月
法
人
会
青
年
部
会

の
部
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
、
大
変
光
栄
で
あ
る
と
同
時
に
、

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
、
責
任
の

重
さ
を
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

当
部
会
は
「
納
税
道
義
の
高
揚
と
税
知

識
の
普
及
啓
蒙
」
を
主
柱
に
「
会
員
資
質

の
向
上
と
相
互
の
親
睦
を
図
り
、
親
会
の

事
業
活
動
へ
参
画
か
つ
推
進
に
協
力
し
、

円
滑
な
税
務
行
政
の
執
行
に
寄
与
し
企
業

経
営
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
」
を
目

的
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
も
青
年
部
会
の
中
核
事
業
で
あ

る
「
高
校
生
に
よ
る
税
に
関
す
る
標
語
」、

「
少
年
野
球
教
室
」、「
税
金
ク
イ
ズ･

少

年
野
球
大
会
」
な
ど
の
事
業
活
動
を
通
じ

て
、
租
税
知
識
の
普
及
啓
発
に
貢
献
し
て

参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
更
に
は
「
環
富

士
山
交
流
事
業
」、「
全
国
青
年
の
集
い 

山
形
大
会
」
と
事
業
が
続
き
ま
す
。
会
員

同
士
の
交
流
機
会
を
創
り
、
相
互
の
親
睦

を
活
発
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
の
ご
参
加
、
ご
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
な
り
ま
す
が
、
再
来
年
（
令
和

七
年
）
に
地
元
山
梨
に
て
「
全
国
青
年
の

集
い 

山
梨
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
日

頃
の
青
年
部
会
活
動
は
も
と
よ
り
、
山
梨

大
会
の
準
備
も
同
時
に
始
ま
っ
て
お
り
ま

す
。
改
め
ま
し
て
関
係
各
位
の
変
わ
ら
ぬ

ご
支
援
、
ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
併
せ
て
皆
様
方
の
ご
健
勝
と

ご
事
業
の
ご
繫
栄
を
祈
念
致
し
ま
し
て
、

就
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

青
年
部
会
長
就
任
の
挨
拶



（10）

　
菊
地
　
明
久　

㈱
長
田
電
材
工
業

　
渡
邉
　
良
孝　

登
り
坂
石
油
㈱

★
奥
秋
　
公
大　

奥
秋
建
設
㈱

★
渡
辺
　
松
氏　

旅
館
松
屋

部
会
長

★
宮
下
　
　
崇　

テ
ク
ト
㈱

副
部
会
長

★
渡
邊
　
三
雄　

三
和
建
設
㈱

★
細
田
　
浩
一　

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ

幹
事
長

★
桑
原
　
大
輔　

桑
原
電
業
㈱

上
野
原
支
部
長

　
尾
形
　
　
直　

㈱
尾
形
製
作
所

大
月
支
部
長（
★
監
事
）

　
西
室
　
信
男　

㈲
西
忠
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

都
留
支
部
長

★
佐
藤
　
　
誠　

㈱
佐
藤
ダ
ン
ボ
ー
ル

富
士
吉
田
支
部
長

★
河
野
　
大
介　

㈲
河
野
保
険
事
務
所

忍
野
・
山
中
湖
支
部
長

　
渡
辺
　
教
彦　

㈱
渡
辺
工
務
店

河
口
湖
支
部
長

★
松
浦
　
潤
一　

㈱
エ
ム
テ
ィ
ー
シ
ー

会
　
計

　
白
須
　
一
政　

㈱
シ
ラ
ス
自
工

大
月
副
支
部
長（
親
睦
委
員
長
）

　
市
川
　
賢
一　

㈲
大
中
精
機
製
作
所

都
留
副
支
部
長（
広
報
委
員
長
）

★
堀
内
　
慎
也　

堀
内
電
気
㈱

富
士
吉
田
副
支
部
長

★
藤
本
　
秀
昭　

第
一
測
量
㈱

河
口
湖
副
支
部
長

★
三
浦
雄
一
郎　

㈲
森
の
家
久
野
屋

事
業
委
員
長

　
武
川
　
哲
也　

㈱
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
富
士
五
湖

幹
　
事

　
宮
田
　
千
治　

ミ
ヤ
通
信
工
業
㈱

　
天
野
　
統
一　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ス
ト
㈲

　
清
水
　
偉
也　

㈲
清
水
商
事
サ
ー
ビ
ス
工
場

　
白
輪
地
　
厚　

㈱
三
吉

　
平
井
　
　
勉　

㈱
平
井
製
作
所

　
小
泉
　
裕
次　

㈱
ユ
ー
キ

★
小
林
　
宏
好　

大
一
木
材
㈱

　
野
武
　
直
記　

ユ
ニ
テ
ッ
ク
㈱

　
小
林
　
大
希　

㈱
丸
大
産
業

　
岩
下
　
　
稔　

㈲
岩
下
産
業

　
金
巻
　
　
裕　

㈲
中
村
薬
局

　
白
須
　
資
望　

富
士
新
幸
㈱

　
鈴
木
　
雅
俊　

㈱
鈴
木
工
業

★
佐
藤
　
哲
也　

㈱
Ｍ
Ｔ
Ｓ

★
堀
内
　
敏
男　

㈱
ツ
ル
タ

★
程
原
　
　
誠　

㈱
ア
ウ
ラ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
中
村
　
　
哲
　
㈱
丸
正
電
器

　
平
井
　
尚
博　

㈲
平
井
製
作
所

　
羽
田
早
一
郎　

㈱
羽
田
印
刷　

★
前
川
ま
ゆ
み　

大
同
生
命
保
険
㈱

　
梶
原
　
　
洋　

船
津
観
光
㈱

　
小
佐
野
睦
浩　

㈲
小
佐
野
設
備

監
　
事

　
桑
原
　
　
誠　

秋
山
土
建
㈱

（
★
印
は
新
任
）

最
高
顧
問

　

天
野
　
喜
宗　

㈱
み
ど
り
や

　

小
佐
野
紀
之　

㈲
こ
み
た
け
売
店

　

細
谷
　
憲
二　

中
央
観
光
㈱

　

川
上
洋
一
郎　

川
上
建
設
㈱

　

小
佐
野
昇
一　

㈲
こ
み
た
け
売
店

★
吉
元
　
　
潤　

吉
田
精
工
㈱

顧
　
問

　

守
屋
　
博
文　

㈱
ト
ー
ホ
ー

　

餌
取
　
一
成　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　

山
口
　
照
義　

㈱
メ
イ
ト

　

越
石
　
賢
一　

㈱
ミ
ネ
ル
バ

　

小
林
　
清
哲　

㈲
小
林
仏
壇

　

荻
原
　
秀
祥　

㈱
ユ
ー
シ
ン

　

吉
野
　
保
美　

㈱
吉
野
土
建

　

奥
脇
　
芳
弘　

宮
川
電
気
㈱

　

堀
江
　
俊
隆　

㈱
堀
江
製
作
所

　

赤
澤
　
克
夫　

山
二
商
事
㈱

　

柏
木
お
さ
む　

㈲
フ
ロ
ス
ジ
ャ
パ
ン

　
小
池
　
久
司　

㈲
小
池
時
計
店

　

中
村
　
　
武　

中
村
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱

　

鈴
木
　
誠
一　

㈱
鈴
木
製
作
所

　

三
木
　
範
之　

甲
陽
産
業
㈱

　

山
下
佐
一
郎　

芙
蓉
実
業
㈱

　

深
沢
　
　
央　

な
だ
や
㈱

　

渡
邉
　
幸
男　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　
伊
東
　
貴
也　

伊
東
商
店
㈱

　
三
浦
　
　
信　

三
浦
化
成
工
業
㈱

　

佐
々
木
弘
之　

㈱
田
中
屋

  
青
年
部
会
役
員

　
　
　
　
　
　
　
　 （
順
不
同
、
敬
称
略
）

青
年
部
会
第
十
二
回
定
時
総
会

五
月
二
十
三
日
㈫
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
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製鋼原料・非鉄原料・産業廃棄物処理業

伊東商店株式会社
Ｉ・Ｓ・Ｋ・Ｋ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　since1964

代表取締役専務　伊　東　貴　也
TAKAYA  ITO

〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草2613-1
TEL 0555-24-2641  FAX 0555-24-0866 E-mail takaya-i@fgo.jp

◆水道衛生工事・保守

◆山中湖村役場前　レンタルボート＆サイクル

富士水熱設備工業株式会社

湖明荘マリーナ（代表　高村　浩明）
ご予約専用電話　090-3243-2313　

代表取締役　高村　明伯

　　　〒401-0501　山梨県南都留郡山中湖村山中236-13
　　 TEL　0555-62-0223　　　 　FAX　0555-62-3751

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
七
日
㈬
　
上
野
原
市
役
所

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
七
日
㈬
　
日
大
明
誠
高
校

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
七
日
㈬
　
上
野
原
高
校

青
年
部
会
役
員
会
・
意
見
交
換
会

八
月
八
日
㈫
　
大
月
税
務
署

青
年
部
会
県
連
絡
協
議
会

六
月
二
十
八
日
㈬
　
甲
府
法
人
会
館
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女
性
部
会
活
動
報
告

　

女
性
部
会

　
　
　
　

前
部
会
長　

志
村
美
貴
代

　

こ
の
度
、
令
和
五
年
大
月
法
人
会
女

性
部
会
第
十
二
回
定
時
総
会
に
於
い
て
、

女
性
部
会
長
を
退
任
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
女
性
部
会
長
を
八
年
間
、
山

梨
県
連
女
連
協
会
長
を
四
年
間
、
部
会

員
の
皆
様
は
も
と
よ
り
、
税
務
当
局
、

親
会
、
青
年
部
会
、
関
係
各
位
の
ご
指
導
、

ご
協
力
を
賜
り
な
が
ら
、
任
務
を
全
う

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
事
を
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

在
任
中
に
は
、
平
成
三
十
年
四
月
に
第

十
三
回
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
山
梨
大
会

が
開
催
さ
れ
、
前
年
の
鹿
児
島
大
会
で
の

事
前
Ｐ
Ｒ
と
山
梨
大
会
の
懇
親
会
部
門
を

担
当
す
る
と
と
も
に
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
大
月
法
人
会
コ
ー

ラ
ス
部
が
全
国
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
大

会
に
花
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
大

変
感
慨
深
く
生
涯
の
思
い
出
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
同
年
九
月
に
は
青
年
・
女
性

部
会
の
創
立
四
十
周
年
記
念
式
典
を
挙
行

し
、
大
月
法
人
会
の
歴
史
に
新
た
な
ペ
ー

ジ
を
刻
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
直

近
の
三
年
間
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
不
自

由
な
生
活
が
思
い
の
ほ
か
長
く
続
き
、
部

会
の
活
動
に
も
制
限
が
あ
る
中
、
工
夫
と

新
た
な
取
り
組
み
を
模
索
し
な
が
ら
活
動

を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

女
性
部
会
が
担
う
法
人
会
活
動
で
は
、

小
学
生
の
租
税
教
室
及
び
税
に
関
す
る
絵

画
・
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
。
福

祉
施
設
慰
問
活
動
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
収
益

金
の
社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付
な
ど
、
公

益
事
業
と
な
る
税
知
識
普
及
・
啓
発
活
動

や
地
域
社
会
貢
献
事
業
を
始
め
、
部
会
員

の
親
睦
交
流
に
資
す
る
事
業
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
。

　

法
人
会
入
会
か
ら
四
十
数
年
、
半
世
紀

近
い
年
月
を
共
に
歩
ん
で
、
様
々
な
異
業

種
の
経
営
者
と
の
出
会
・
交
流
を
重
ね
な

が
ら
、
大
勢
の
方
か
ら
貴
重
な
情
報
と
ご

指
導
を
賜
り
、
楽
し
く
て
と
て
も
有
意
義

な
法
人
会
活
動
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
事
は
、
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出

で
あ
り
、
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後

任
の
鶴
田
み
さ
子
新
部
会
長
に
精
一
杯
の

エ
ー
ル
を
お
送
り
致
し
ま
す
。
今
後
は
親

会
の
相
談
役
、
女
性
部
会
の
顧
問
、
県
連

女
連
協
相
談
役
と
し
て
、
皆
様
と
共
に
法

人
会
の
発
展
に
寄
与
し
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

結
び
に
会
員
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に

ご
事
業
の
発
展
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

退
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

女
性
部
会
長
退
任
の
挨
拶

　

女
性
部
会

　
　
　
　
　

部
会
長　

鶴
田
み
さ
子

　

こ
の
度
、
五
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ

た
大
月
法
人
会
女
性
部
会
第
十
二
回
定
時

総
会
に
お
い
て
、
第
五
代
部
会
長
を
拝
命

致
し
ま
し
た
事
は
、
身
に
余
る
光
栄
と
同

時
に
そ
の
任
の
重
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る

思
い
で
す
。
前
任
の
志
村
部
会
長
に
は
八

年
間
の
長
き
に
亘
り
、強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
以
っ
て
女
性
部
会
を
牽
引
い
た
だ
き

ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

部
会
設
立
か
ら
四
十
五
年
、
長
年
に
亘
る

諸
先
輩
方
の
努
力
と
苦
労
の
上
に
現
在
が

あ
る
も
の
と
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と

も
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

改
選
後
の
部
会
役
員
構
成
に
お
い
て

は
、
世
代
交
代
が
進
行
し
つ
つ
あ
り
ま
す

が
、
新
旧
役
員
の
皆
様
方
の
ご
協
力
を
賜

る
と
同
時
に
、
親
会
と
の
密
接
な
連
携
を

図
り
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
継
続
す
る
と

と
と
も
に
、
女
性
部
会
な
ら
で
は
の
豊
か

で
柔
軟
な
発
想
と
機
敏
な
行
動
力
を
活
か

し
て
、
魅
力
あ
る
女
性
部
会
を
目
指
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

い
ま
法
人
会
は
、「
公
益
に
資
す
る
団

体
」
と
し
て
の
役
割
を
ま
す
ま
す
期
待
さ

れ
て
お
り
、
会
員
の
み
な
ら
ず
広
く
社
会

全
般
の
役
に
立
つ
活
動
が
求
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
特
に
法
人
会
の
主
要
事
業
で
、

女
性
部
会
が
担
当
す
る
次
世
代
へ
の
税
知

識
の
教
育
や
納
税
意
識
の
啓
発
事
業
と
な

る
「
小
学
生
租
税
教
室
及
び
税
に
関
す
る

絵
画
・
絵
は
が
き
コ
ン
ク
─
ル
」
は
、
次

代
を
担
う
小
学
生
に
、
税
の
意
義
や
役
割

を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
事
業
と
し

て
定
着
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
コ
ー
ラ
ス

部
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
福
祉
施
設
へ
の

慰
問
活
動
や
、
青
年
部
会
と
の
合
同
で
開

催
す
る
年
末
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
収
益
金
の
管

内
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
寄
付
事
業
は
、

地
域
社
会
に
貢
献
す
る
事
業
と
し
て
好
評

を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
他
に
も
多
く

の
部
会
事
業
活
動
の
取
組
み
を
控
え
て
お

り
ま
す
が
、
部
会
員
一
丸
と
な
っ
て
一
つ

ず
つ
着
実
に
遂
行
し
て
ま
い
る
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
。
部
会
員
は
も
と
よ
り
、
事
務

局
並
び
に
税
務
当
局
を
始
め
関
係
各
位
の

変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
ご
協
力
を
切
に
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
事
業

の
ご
繁
栄
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
女
性

部
会
長
就
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

女
性
部
会
長
就
任
の
挨
拶



（13）

女
性
部
会
役
員
会

四
月
二
十
五
日
㈫
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

女
性
部
会
特
別
研
修
会

四
月
二
十
五
日
㈫
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

河
口
湖
副
支
部
長（
★
広
報
副
委
員
長
）

★
中
村
　
勝
子　

㈱
オ
プ
ト
ナ
カ
ム
ラ

事
業
副
委
員
長

　
渡
邉
　
千
恵　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

親
睦
副
委
員
長

　

渡
邉
ふ
く
子　

㈱
渡
辺
商
店

コ
ー
ラ
ス
部
長

★
渡
邉
　
林
美　

登
り
坂
石
油
㈱

幹
　
事

　
中
原
　
智
子　

㈱
中
原
製
材
所

　
石
井
　
明
美　

㈲
島
田
交
通

　
高
橋
　
式
子　

㈱
高
橋
建
設

　
臼
井
佳
津
子　

㈱
臼
井
自
動
車

　
市
川
　
公
子　

市
川
リ
ー
ス
㈱

　
小
高
　
洋
子　

㈲
コ
タ
カ
電
化

　
小
林
　
聖
子
　
ネ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
㈱

　
湖
山
　
和
子　

㈱
湖
山
商
事

　
内
藤
　
定
子　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商

　
川
村
　
真
弓　

立
正
堂
印
刷
㈲

　
小
林
登
喜
子　

㈲
神
戸
電
工

　
白
川
　
敏
子　

山
陽
精
工
㈱

　
山
口
　
輝
子　

㈲
山
口
乳
業

　
石
井
　
清
子　

規
予

　
藤
江
　
一
枝　

㈱
共
立
機
械

　
功
刀
真
佐
美　

桂
商
会
㈱

　
山
口
　
光
子　

㈲
山
口
製
作
所

　
谷
内
江
美
子　

谷
内
建
設
㈱

　

程
原
　
洋
子　

㈱
ア
ウ
ラ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　

菅
谷
　
勝
子　

㈲
す
が
や

　

堀
内
　
花
代　

堀
建
ト
ー
ヨ
ー
住
器
㈱

　

佐
波
　
佳
子　

㈱
サ
ナ
ミ
製
作
所

★
天
野
　
宏
美　

㈱
ミ
ツ
ワ
精
機
製
作
所

★
柏
木
　
智
恵　

㈱
柏
木
電
工

　

浅
沼
　
歌
子　

富
岳
物
産
㈱

　

日
川
　
和
子　

㈲
日
川
時
計
店

　

伊
藤
　
道
子　

㈲
伊
藤

　

井
出
て
る
ゑ　

㈱
井
出
商
店

　

横
打
香
代
子　

㈱
山
梨
重
機

　

髙
橋
ま
す
子　
㈲
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
キ
タ
フ
ジ

　

渡
邊
伊
寿
美　

㈲
ウ
イ
ス
テ
リ
ア

　

小
山
田
可
能
子　
㈲
富
士
エ
コ
ト
ー
プ
ミ
レ
ニ
ア
ム

　
池
上
美
奈
子　

㈱
池
上
工
務
所

　

小
林
ゆ
く
よ　

㈱
コ
バ
ヤ
シ
工
業

　

外
川
　
桂
子　

㈲
山
岸
旅
館

　

梶
原
　
広
子　

船
津
観
光
㈱

監
　
事

　

倉
澤
　
光
代　

㈱
協
和
生
コ
ン

　

森
嶋
　
友
子　

㈱
弘
美
イ
ン
テ
リ
ア

（
★
印
は
新
任
）

顧
　
問

　
奈
良
　
紀
子
　
㈲
大
和
屋
薬
局

　
小
林
余
し
緒　

小
林
工
業
㈱

★
志
村
美
貴
代　

日
伸
総
建
㈱

部
会
長

★
鶴
田
み
さ
子　

㈱
ツ
ル
タ

幹
事
長（
上
野
原
支
部
長
）

★
土
屋
き
よ
美　

㈱
土
屋
製
作
所

大
月
支
部
長（
副
幹
事
長
）

　
清
水
美
恵
子　

㈱
龍
美
建
設

都
留
支
部
長（
★
広
報
委
員
長
）

★
渡
辺
な
お
み　

宝
福
祉
タ
ク
シ
ー

富
士
吉
田
支
部
長（
★
事
業
委
員
長
）

　
河
内
　
正
子　
㈲
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ

河
口
湖
支
部
長（
会
計
）

★
外
川
正
知
恵　

㈲
天
下
茶
屋

上
野
原
副
支
部
長（
広
報
副
委
員
長
）

　
志
村
　
時
江　

ハ
リ
カ
上
野
原

大
月
副
支
部
長（
★
親
睦
委
員
長
）

　
志
村
ひ
ろ
江　

志
村
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店

都
留
副
支
部
長（
★
親
睦
副
委
員
長
）

★
餌
取
由
香
利　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

富
士
吉
田
副
支
部
長（
★
副
幹
事
長
）

　
白
井
恵
美
子　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱

  
女
性
部
会
役
員

　
　
　
　
　
　
　
　 （
順
不
同
、
敬
称
略
）
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女
性
部
会
都
留
支
部
研
修
会

六
月
二
十
九
日
㈭
　
山
一

県
連
女
連
協
役
員
会

七
月
二
十
七
日
㈭
　
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府

女
性
部
会
第
十
二
回
定
時
総
会

五
月
二
十
三
日
㈫
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

女
性
部
会
上
野
原
支
部
夏
祭
り
参
加

七
月
二
十
二
日
㈯
　
上
野
原
市
役
所

女
性
部
会
上
野
原
支
部
バ
ザ
ー
協
力

四
月
二
十
三
日
㈰
　
上
野
原
市
役
所

県
連
女
連
協
正
副
会
長
会

七
月
十
二
日
㈬
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な
租
税
教
室
に
な
り
ま
し
た
。
終
わ
り
に

一
億
円
が
登
場
し
、「
重
い
ね
」、「
一
人
で

は
持
て
な
い
ね
」
な
ど
と
大
喜
び
で
し
た
。

今
回
の
租
税
教
室
で
将
来
の
納
税
者
と
な

る
こ
ど
も
達
が
、
税
金
は
何
に
使
わ
れ
て

い
る
の
か
、
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
な
ぜ
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
税
金
の
大

切
さ
を
学
ん
で
頂
け
た
事
と
思
い
ま
す
。

　

七
月
十
二
日　

西
桂
小
学
校
久
保
寺

正
史
校
長
先
生
、
西
桂
町
教
育
委
員
会

今
泉
守
夫
教
育
長
を
訪
問
し
、
県
下
四

単
位
会
共
催
と
な
る
税
に
関
す
る
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
し
た
。

　

七
月
十
四
日　

禾
生
第
一
小
学
校
渡
邉

正
司
校
長
を
訪
問
し
、
税
に
関
す
る
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
し
た
。

　

三
校
の
児
童
の
皆
様
に
は
、
夏
休
期
間

小
学
生
租
税
教
室
と

税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

及
び
税
金
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
の
経
過
報
告

　

毎
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
行
わ
れ
る
「
税

を
考
え
る
週
間
」
に
先
が
け
、
女
性
部
会
が

主
催
す
る
令
和
五
年
度
小
学
生
租
税
教
室
並

び
に
税
に
関
す
る
絵
画
・
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
の
事
業
を
富
士
吉
田
支
部
が
担
当
致

し
ま
す
。
以
下
経
過
を
報
告
し
ま
す
。

　

二
月
九
日　

奥
脇
義
徳
富
士
吉
田
市
教

育
長
を
訪
問
。
租
税
教
室
・
税
金
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
の
趣
旨
を
ご
理
解
頂
き
、
富
士

吉
田
市
立
下
吉
田
第
二
小
学
校
で
の
実
施

の
内
諾
を
頂
き
ま
し
た
。

　
二
月
二
十
一
日　

下
吉
田
第
二
小
学
校

篠
原
教
頭
先
生
、
堀
内
茂
富
士
吉
田
市
長

を
訪
問
。
当
該
事
業
実
施
に
係
る
ご
協
力

と
併
せ
て
、
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
け
る

富
士
吉
田
市
長
賞
選
定
等
に
係
る
ご
後
援

の
快
諾
を
頂
き
ま
し
た
。

　

六
月
十
二
日　

大
月
税
務
署
会
議
室
に

於
い
て
租
税
教
室
講
習
会
を
実
施
。
甲
府

税
務
署
河
西
忍
広
報
広
聴
官
よ
り
支
部
部

会
員
三
名
が
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

　

六
月
十
五
日　

本
番
を
間
近
に
控
え
富

士
吉
田
富
楽
時
会
議
室
に
於
い
て
租
税
教

室
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
実
施
。

　

六
月
二
十
一
日　

租
税
教
室
を
下
吉
田

第
二
小
学
校
で
開
催
。
六
年
生
八
十
名
を

前
に
、
大
月
税
務
署
下
倉
統
括
官
、
明
石

調
査
官
、
小
笠
原
専
務
理
事
が
見
守
る
中
、

私
河
内
が
初
め
て
講
師
を
務
め
ま
し
た
。

白
井
副
支
部
長
の
慣
れ
た
ア
シ
ス
タ
ン
ト

の
お
陰
で
無
事
に
務
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
児
童
の
皆
さ
ん
も
真
剣
に
聞
い
て

頂
き
、
鋭
い
質
問
も
出
さ
れ
大
変
有
意
義

租税教室講習会（大月税務署）

租税教室　１億円体験（下吉田第二小学校）

租税教室　講話（下吉田第二小学校）

絵はがきコンクールお願い（西桂小学校） 絵はがきコンクールお願い（西桂教育長）

に
頑
張
っ
て
描
い
て
頂
き
、
素
敵
な
作
品

が
集
ま
り
、
表
彰
式
で
受
賞
さ
れ
た
児
童

の
喜
ぶ
姿
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。
関
係
各
位
に
お
か
れ
ま
し

て
は
な
お
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
の
程

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

女
性
部
会
富
士
吉
田
支
部
長   

河
内　

正
子
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申
告
優
良
法
人
表
彰

　
　
　
登
り
坂
石
油
㈱

六
月
五
日
㈪
　
登
り
坂
石
油
㈱
本
社

大
月
税
務
署
長
・
統
括
官
離
任
の
挨
拶

六
月
二
十
七
日
㈫
　
大
月
法
人
会
館

県
連
理
事
会

四
月
二
十
六
日
㈬
　
甲
府
記
念
日
ホ
テ
ル

全
法
連
広
報
委
員
会

七
月
二
十
一
日
㈮
　
リ
モ
ー
ト

決
算
法
人
説
明
会

六
月
二
十
六
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

八
月
二
十
三
日
㈬
　
大
月
法
人
会
館

新
設
法
人
説
明
会

六
月
二
十
二
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

広
報
委
員
会

七
月
二
十
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

広
報
誌
封
入
作
業

四
月
二
十
八
日
㈮
　
大
月
法
人
会
館

そ
の
他
の
活
動
報
告
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県
連
税
制
委
員
会

六
月
九
日
㈮
　
甲
府
法
人
会
館

建設資材・住宅機器・機械工具

代表取締役社長
内　藤　隆　光

〒401-0021
山梨県大月市初狩町下初狩911-4
T E L 0554-25-6341
FAX（兼）0554-25-6934
夜間TEL 0554-25-6776
E-mail：naito-k@vesta.ocn.ne.jp

○
有
限
会
社 

西
村
ガ
ラ
ス
・
ア
ル
ミ
建
材

　

 （
都
留
市
上
谷
二
―
五
―
九
）

代
表
取
締
役　

西
村
　
圭
介

○
富
士
山
麓
電
気
鉄
道 

株
式
会
社

　

 （
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
六
四
一
）

代
表
取
締
役　

上
原
　
　
厚

○
フ
ジ
プ
ラ
ッ
ト 

株
式
会
社

　

 

（
富
士
吉
田
市
竜
ケ
丘
二
―
四
―
二
七  

田
幸
ビ
ル
一
〇
三
）

代
表
取
締
役　

平
井
　
孝
二

○
株
式
会
社 

市
川
工
業

　

 （
上
野
原
市
大
椚
四
七
一
―
二
）

代
表
取
締
役　

市
川
　
和
典

新
入
会
員
紹
介
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令
和
五
年
六
月
九
日
㈮
、
甲
府
法
人
会
館

に
於
い
て
県
連
税
制
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、

県
下
4
単
位
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
税
制
改
正

提
言
書
及
び
「
税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
に
よ
る
会
員
企
業
の
要
望
等
を
踏

ま
え
、
次
の
と
お
り
山
梨
県
連
提
言
書
と
し

て
全
法
連
へ
提
出
し
ま
し
た
。

一
般
社
団
法
人 

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

令
和
六
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

（
総
論
）

　

令
和
5
年
度
税
制
改
正
は
政
府
の
「
持
続

可
能
で
格
差
の
少
な
い
強
い
成
長
の
基
盤
を

作
り
上
げ
る
」
と
い
う
「
新
し
い
資
本
主
義
」

実
現
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
改
正
が
行
わ

れ
た
。

　

法
人
税
制
に
つ
い
て
は
研
究
開
発
税
制
で

投
資
増
加
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
強
化
や
中

小
企
業
者
等
の
法
人
税
軽
減
税
率
の
特
例
の

延
長
等
が
行
わ
れ
た
。

　

個
人
所
得
税
で
は
家
計
の
資
産
を
貯
蓄
か

ら
投
資
へ
積
極
的
に
振
り
向
け
る
た
め
、
株

式
の
運
用
益
が
非
課
税
に
な
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
少

額
投
資
非
課
税
制
度
）
の
抜
本
的
拡
充
・
恒

久
化
、
さ
ら
に
公
平
で
中
立
的
な
税
制
の
実

現
に
向
け
、
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
つ

い
て
最
低
限
の
負
担
を
求
め
る
措
置
の
導
入
、

贈
与
税
で
は
子
や
孫
へ
の
教
育
資
金
を
一
括

贈
与
す
る
場
合
の
非
課
税
措
置
の
見
直
し
な

ど
が
行
わ
れ
た
が
、
今
回
の
改
正
で
は
成
長

促
進
だ
け
が
先
行
し
て
格
差
是
正
は
後
回
し

に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
大
綱
に
は
大
幅
に
増
や
す

防
衛
予
算
を
ま
か
な
う
目
的
で
法
人
税
や
所

得
税
、
た
ば
こ
税
の
増
税
も
記
さ
れ
た
。
抜

本
的
に
防
衛
予
算
を
増
や
す
の
で
あ
れ
ば
安

定
財
源
の
確
保
は
必
要
で
あ
る
が
今
回
の
大

綱
で
は
富
裕
層
へ
の
優
遇
が
ほ
と
ん
ど
是
正

さ
れ
ず
国
民
に
税
負
担
を
求
め
て
も
説
得
力

は
乏
し
い
。

　

税
金
は
社
会
が
必
要
と
す
る
行
政
経
費
を
国

民
で
分
か
ち
合
う
た
め
に
存
在
す
る
。
能
力
に

応
じ
た
負
担
を
求
め
る
税
制
の
機
能
を
回
復
さ

せ
る
こ
と
が
政
府
に
課
さ
れ
た
責
務
で
あ
る
。

財
政
の
健
全
化
に
向
け
て

　

内
閣
府
が
1
月
に
公
表
し
た
財
政
健
全
化

の
指
標
と
な
る
国
と
地
方
の
基
礎
的
財
政
収

支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
＝
Ｐ
Ｂ
）
の

黒
字
化
の
試
算
に
よ
る
と
2
0
2
5
年
の
収

支
は
高
い
経
済
成
長
が
実
現
し
た
場
合
で
も

1
兆
5
千
億
円
の
赤
字
で
歴
史
的
な
防
衛
費

の
増
額
な
ど
で
赤
字
幅
は
2
0
2
2
年
7
月

の
試
算
よ
り
1
兆
円
の
悪
化
と
な
り
、
Ｐ
Ｂ

の
黒
字
化
は
2
0
2
6
年
度
と
し
黒
字
幅
は

2
、
5
兆
円
と
の
試
算
が
出
て
い
る
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
防
衛
費
増
額
の
た
め

の
法
人
税
、
所
得
税
な
ど
の
増
税
時
期
が
先

送
り
さ
れ
た
こ
と
か
ら
増
税
分
が
税
収
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
税
収
全
体
で
は
前
回

試
算
に
比
べ
て
2
0
2
2
年
度
の
税
収
が
約

3
兆
円
上
回
っ
た
こ
と
か
ら
23
年
度
以
降
も

上
ぶ
れ
、
25
年
度
で
も
こ
れ
ま
で
よ
り
2
兆

円
多
く
な
る
と
試
算
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
シ
ナ
リ
オ
は
24
年
度
以
降
の
実

質
成
長
率
2
％
程
度
、
名
目
成
長
率
3
％
を

見
込
ん
で
い
る
が
名
目
成
長
率
が
3
％
を
超

え
た
の
は
過
去
20
年
間
で
1
度
だ
け
で
前
提

が
甘
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

歳
出
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
を
名
目
に
膨
張
を
続
け
て
き
た
。
当
初
は
規

律
を
守
る
が
、
国
内
総
生
産
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め

る
と
い
う
根
拠
の
薄
い
理
由
か
ら
巨
額
の
補
正

予
算
を
決
め
、
歳
出
の
中
身
は
あ
ら
か
じ
め
積

み
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
使
途
が
決
ま
ら
な
い

ま
ま
予
備
費
や
基
金
に
積
ま
れ
た
。

　

2
0
2
0
年
度
以
降
の
わ
が
国
の
補
正
予

算
の
規
模
は
例
年
の
3
兆
円
程
度
か
ら
、
20

年
度
73
兆
円
、
21
年
度
36
兆
円
、
22
年
度
31
、

6
兆
円
と
大
き
く
膨
れ
上
が
っ
た
ま
ま
で
予

算
の
無
駄
遣
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
膨
張

し
き
っ
た
予
算
を
根
っ
こ
か
ら
見
直
し
、
歳

出
を
具
体
的
項
目
ご
と
に
見
直
し
数
値
の

入
っ
た
改
革
の
工
程
表
を
作
る
必
要
が
あ
る
。

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

　

岸
田
首
相
が
掲
げ
る
異
次
元
の
少
子
化
対

策
と
し
て
、
政
府
は
社
会
保
険
の
枠
組
み
を

使
い
、
会
社
員
ら
が
支
払
っ
て
い
る
保
険
料

へ
の
上
乗
せ
や
事
業
者
が
全
額
負
担
す
る
子

ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
を
増
額
し
て
児
童
手

当
の
拡
充
な
ど
の
少
子
化
対
策
案
が
浮
上
し

て
い
る
。

　

こ
の
社
会
保
険
料
上
乗
せ
に
は
、
現
役
世

代
に
負
担
が
偏
り
、
一
律
上
乗
せ
な
ら
中
低

所
得
者
に
不
利
、
企
業
も
負
担
増
と
な
り
賃

上
げ
に
悪
影
響
、
ま
た
、
リ
ス
ク
に
備
え
る

保
険
本
来
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
な
ど
の
課

題
が
あ
る
。

　

か
つ
て
小
泉
内
閣
時
代
に
小
泉
首
相
の
「
国

民
か
ら
増
税
の
方
が
い
い
と
い
う
声
が
出
る

ま
で
歳
出
改
革
を
や
れ
」
と
い
う
指
示
の
も

と
に
「
歳
出
・
歳
入
一
体
改
革
」
が
行
わ
れ
、

社
会
保
障
費
、
公
共
事
業
費
、
人
件
費
な
ど

広
範
に
わ
た
っ
て
メ
ス
が
入
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
財
源
が
な
け
れ
ば
、
支
援
拡
充

は
絵
に
描
い
た
餅
で
あ
る
。
徹
底
し
た「
歳
出
・

歳
入
改
革
」
行
い
高
齢
者
に
偏
る
社
会
保
障

を
見
直
し
、
負
担
を
ど
う
分
か
ち
合
う
か
国

民
的
議
論
が
不
可
欠
で
あ
る
。

行
政
改
革
に
つ
い
て

　

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
財
政
の
悪
化
が
深

刻
化
す
る
形
に
な
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況

化
で
財
政
健
全
化
及
び
社
会
保
障
の
安
定
財

源
を
確
保
す
る
た
め
に
、
増
税
は
不
可
欠
で

あ
り
、
国
民
に
負
担
を
課
す
の
で
あ
る
か
ら
、

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ

り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
ら
身
を

削
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
議
員
定
数
の
削
減
、
歳

費
の
抑
制
、
政
党
助
成
金
等
を
削
減
す
る
な

ど
行
政
改
革
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。

国
会
議
員
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ
い
て

　

国
会
議
員
の
歳
費
と
は
別
に
毎
月
支
払
わ

れ
て
い
る
1
0
0
万
円
の
調
査
研
究
広
報
滞

在
費
は
、
2
0
2
1
年
に
見
直
し
論
が
浮
上

し
、
昨
年
の
通
常
国
会
で
与
野
党
が
「
今
国

会
中
に
結
論
を
得
る
」
と
合
意
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
空
約
束
に
終
わ
り
、
そ
の
後
の
臨

時
国
会
で
も
進
展
は
な
く
た
な
ざ
ら
し
の
状

態
に
あ
る
。

　

調
査
研
究
広
報
滞
在
費
は
、
使
途
を
公
開

す
る
義
務
が
な
く
国
会
議
員
が
自
由
に
使
え

る
「
第
2
の
財
布
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
国

民
に
負
担
を
求
め
る
増
税
論
議
の
一
方
で
自

分
達
の
特
権
を
手
放
さ
な
い
の
は
虫
が
良
す

ぎ
る
。
与
野
党
が
一
致
し
て
早
々
に
法
改
正

を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
行
政
事
務
の
効
率

化
を
目
指
し
て
2
0
1
6
年
に
利
用
が
始

ま
り
、
最
大
2
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
事
業
な

ど
に
よ
り
本
年
5
月
末
時
点
で
人
口
の
72
、

4
％
ま
で
カ
ー
ド
の
普
及
が
進
ん
だ
が
、
一

方
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
に
絡
む
ト
ラ
ブ
ル
が
相

次
い
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
政
府
は
6
月
2
日
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
関
連
法
を
改
正
し
、

2
0
2
4
年
秋
に
現
行
の
健
康
保
険
証
を
廃

止
し
て
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
に
一
本
化
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
年
金
受
給
口
座

と
の
ひ
も
づ
け
を
進
め
る
ほ
か
運
転
免
許
証

と
の
一
体
化
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
搭
載

等
対
象
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

全
て
の
医
療
機
関
が
マ
イ
ナ
保
険
証
に
対
応

す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
う
え
、
マ
イ
ナ
保

険
証
に
別
人
の
情
報
を
ひ
も
づ
け
る
ミ
ス
や

公
金
受
取
口
座
の
誤
登
録
、
カ
ー
ド
取
得
者

が
受
け
取
る
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」
の
別
人

へ
の
付
与
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
は
元
を
た
だ
せ

ば
カ
ー
ド
普
及
を
急
い
だ
弊
害
が
あ
ら
わ
に

な
っ
た
格
好
で
あ
る
。

　

政
府
は
真
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、
十
分
な
期
間
を
設
け
、
国
民
の
不
安
・

　
山
梨
県
連
令
和
六
年
度
税
制
改
正
に

　
関
す
る
提
言
を
全
法
連
へ
提
出
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不
信
を
払
拭
す
る
た
め
の
強
固
な
個
人
情
報

保
護
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
に
十
分
留
意
し
た

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
国
民
の
理
解
を
得
る
べ

き
で
あ
る
。

税
制
関
係

租
税
特
別
措
置
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

租
税
特
別
措
置
は
特
定
企
業
や
研
究
開
発

の
支
援
、
地
域
振
興
と
い
っ
た
政
策
目
標
を

達
成
す
る
た
め
、
税
制
上
の
特
例
と
し
て
「
研

究
開
発
減
税
」
や
「
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
」
な
ど

3
6
7
項
目
（
2
0
2
2
年
1
月
現
在
）
が

あ
り
、
税
負
担
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
特
例
を
規
定
す
る
租
税
特
別
措
置
法
の
第

1
章
第
1
条
に
は
「
こ
の
法
律
は
当
分
の
間
」

と
な
っ
て
い
て
、
あ
く
ま
で
一
時
的
な
措
置

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
恩
恵
を
受
け
る
業

界
に
と
っ
て
は
既
得
権
益
に
な
っ
て
い
る
。

　

財
務
省
が
国
会
に
提
出
し
た
資
料
に
よ
る

と
、
2
0
2
0
年
度
の
租
税
特
別
措
置
に
よ

る
税
収
の
減
収
額
は
8
兆
円
を
超
え
、
同
年

度
の
税
収
の
約
13
％
に
及
び
消
費
税
で
い
え

ば
約
3
％
に
相
当
す
る
。

　

法
人
税
関
連
の
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て

は
、
2
0
1
0
年
度
に
で
き
た
「
租
税
特
別

措
置
の
透
明
化
法
」
に
基
づ
い
て
摘
要
実
態

が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
適
用
先
の
企
業
名

や
税
の
減
収
額
は
非
公
開
に
な
っ
て
い
る
。

法
人
税
関
連
の
措
置
は
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
総

務
省
が
点
検
し
て
い
る
が
2
0
2
1
年
度
の

点
検
対
象
と
な
っ
た
30
件
の
う
ち
23
件
は
客

観
的
な
デ
ー
タ
が
な
く
不
備
を
指
摘
さ
れ
た
。

ま
た
、
法
人
税
関
連
以
外
に
つ
い
て
は
総
務

省
の
点
検
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

　

減
収
額
が
税
収
全
体
の
1
割
を
超
え
る
規

模
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
報
公
開
や
効
果
の

チ
ェ
ッ
ク
が
不
充
分
で
「
隠
れ
補
助
金
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
防
衛
費
の
拡
大
な
ど
が

見
込
ま
れ
、
増
税
圧
力
が
強
ま
る
な
か
で
情

報
公
開
や
チ
ェ
ッ
ク
が
不
充
分
な
ま
ま
で
は

国
民
の
理
解
を
え
る
の
は
難
し
い
。
税
負
担

を
優
遇
し
て
お
い
て
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い

な
い
の
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
租
税
特
別
措
置
が
有
効
な
の
か
根
本
か
ら

見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

法
人
税
関
係

1
．
法
人
税
改
革
の
必
要
性
に
つ
い
て

　

令
和
5
年
度
の
税
制
改
正
で
売
上
高
が
1
，

0
0
0
億
円
以
上
の
企
業
を
対
象
に
法
人
税

負
担
が
15
％
を
下
回
る
国
で
の
不
足
分
を
日

本
の
親
会
社
の
税
に
上
乗
せ
す
る
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
が
令
和
6
年
度
に
導
入

す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
、
法
人
税
収
の
増

加
が
予
想
さ
れ
る
が
、
法
人
税
の
高
い
、
低

い
を
判
断
す
る
に
は
法
人
税
、
法
人
住
民
税
、

法
人
事
業
税
を
合
せ
た
実
行
税
率
で
は
な
く

企
業
の
実
際
の
税
負
担
の
多
寡
を
示
す
数
値

が
必
要
で
近
年
の
実
際
の
税
負
担
率
は
20
％

を
下
回
り
、
と
く
に
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業

の
負
担
率
は
低
く
、
一
方
、
中
小
企
業
は
法

定
税
率
に
近
い
負
担
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
経
済
の
基
盤
で
あ
る
巨
大
企
業
が
実

際
に
は
ど
の
程
度
の
税
負
担
を
し
て
い
る
の

か
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

2
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
は
、
地
域
社
会
経
済
の
担
い
手

で
あ
る
と
と
も
に
日
本
経
済
の
礎
で
も
あ
る
。

昨
今
、
コ
ロ
ナ
禍
に
と
ど
ま
ら
ず
自
然
災
害

も
多
発
し
、
か
つ
大
規
模
化
し
中
小
企
業
を

取
り
巻
く
環
境
が
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し
て

い
る
。
中
小
企
業
の
持
続
可
能
な
税
制
の
確

立
を
求
め
る
。

⑴
法
人
税
率
の
軽
減
措
置
等

　

中
小
企
業
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特

例
15
％
の
延
長
措
置
が
継
続
的
に
な
さ
れ
て

い
る
が
、
時
限
措
置
で
な
く
本
則
化
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金

額
を
8
0
0
万
円
以
下
か
ら
1
，
6
0
0
万

程
度
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化

及
び
設
備
投
資
支
援
に
資
す
る
措
置
と
し
て
、

以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
、
延
長
措
置

で
は
な
く
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

① 

「
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
」に
つ
い
て
は
、

対
象
業
種
・
対
象
設
備
を
拡
充
し
、
中
古
、

貸
付
の
用
に
供
す
る
設
備
も
含
め
る
。

② 

「
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
」
に
つ
い
て

は
、
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
上
限
（
合

計
3
0
0
万
円
）
を
撤
廃
し
、
全
額
を
損

金
算
入
と
す
る
。

③ 

「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
等
を
適
用
す

る
際
に
は
、
対
象
業
種
・
対
象
設
備
・
措

置
内
容
を
拡
大
し
、
手
続
き
を
簡
素
化
す

る
と
と
も
に
事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）

が
迫
っ
た
申
請
や
認
定
に
つ
い
て
は
、
弾

力
的
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵ 

受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
制
度
の
見
直

し
に
つ
い
て

　

現
行
の
受
取
配
当
金
等
の
益
金
不
算
入
制

度
は
株
式
の
1
0
0
％
を
保
有
す
る
完
全
子

会
社
や
持
ち
株
比
率
が
3
分
の
1
を
超
え
る

関
係
会
社
か
ら
の
株
式
配
当
金
は
全
額
が
益

金
不
算
入
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
株
式
等
保
有
割
合
5
％
超
3
分
の

1
以
下
の
企
業
か
ら
の
配
当
金
は
50
％
を
益

金
不
算
入
、
株
式
等
保
有
割
合
が
5
％
以
下

の
場
合
は
配
当
金
の
20
％
が
益
金
不
算
入
と

な
っ
て
い
て
課
税
ベ
ー
ス
を
縮
小
し
て
い
る

要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
受
取
配
当
金
の
課
税
除
外
は
株
式
投

資
の
配
当
だ
け
を
優
遇
す
る
措
置
で
あ
り
、

同
時
に
投
資
活
動
へ
注
力
で
き
る
ほ
ど
資
金

量
の
あ
る
大
企
業
に
対
し
て
も
優
遇
措
置
と

い
え
る
こ
と
か
ら
応
分
の
負
担
を
求
め
る
べ

き
で
あ
る
。

⑶
役
員
給
与
の
損
金
算
入
に
つ
い
て

　

使
用
人
に
対
す
る
給
与
は
原
則
損
金
算
入

さ
れ
る
が
、
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
給
与
以
外
の
も
の
は
損
金
不
算
入
と
な
っ

て
い
る
。

　

役
員
給
与
は
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
り
、

恣
意
性
の
あ
る
も
の
な
ど
課
税
上
弊
害
が
あ

る
も
の
を
除
い
て
損
金
算
入
で
き
る
よ
う
に

見
直
す
こ
と
。

　

ま
た
、
業
績
連
動
給
与
に
つ
い
て
経
営
者

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
観
点
か
ら
同

族
会
社
も
一
定
の
要
件
の
も
と
に
損
金
算
入

を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

⑷
慶
弔
費
等
の
交
際
費
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て

　

法
人
が
支
出
す
る
交
際
費
等
の
額
は
冗
費

を
節
約
し
て
企
業
の
自
己
資
本
を
充
実
し
、

企
業
の
体
質
強
化
を
図
る
と
い
う
政
策
的
見

地
等
か
ら
法
人
税
法
上
そ
の
全
額
又
は
一
部

の
金
額
は
損
金
不
算
入
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
得
意
先
、
仕
入
先
等
の
慶
弔
に
際
し

支
出
す
る
金
品
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
社
会

通
念
上
必
要
で
あ
る
た
め
、
通
常
要
す
る
金

額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
交

際
費
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。

⑸
中
小
企
業
の
減
価
償
却
方
法
に
つ
い
て

　

2
0
1
6
年
度
税
制
改
正
で
建
物
附
属
設

備
及
び
構
築
物
の
償
却
方
法
に
つ
い
て
定
率

法
が
廃
止
さ
れ
、
定
額
法
に
変
更
さ
れ
た
。

ま
た
、
全
て
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
も
定
額

法
に
一
本
化
す
べ
き
と
の
議
論
が
あ
る
が
車

両
や
機
械
装
置
な
ど
の
固
定
資
産
は
均
等
に

価
値
が
減
少
し
て
い
く
の
で
は
、
早
期
の
費

用
化
が
抑
制
さ
れ
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
は

設
備
投
資
意
欲
の
減
退
の
懸
念
が
あ
る
た
め

定
率
法
と
の
選
択
適
用
を
認
め
る
こ
と
。

所
得
税
関
係

1
．
所
得
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

所
得
税
は
収
入
の
多
い
人
ほ
ど
適
用
さ
れ

る
税
負
担
率
が
高
く
な
る
累
進
課
税
制
度
と

な
っ
て
い
る
が
、
現
行
所
得
税
負
担
率
は
合

計
所
得
金
額
が
1
億
円
を
ピ
ー
ク
に
所
得
金

額
が
増
加
す
る
ほ
ど
減
少
す
る
逓
減
現
象
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
株
式
の
譲
渡
益
や
配

当
金
、
預
貯
金
や
債
券
の
利
子
と
い
っ
た
金

融
所
得
に
税
率
の
低
い
分
離
課
税
が
適
用
さ

れ
て
い
る
た
め
所
得
税
の
構
造
が
逆
進
的
に

な
っ
て
い
る
。

　

令
和
5
年
度
税
制
改
正
で
よ
う
や
く
是
正

策
が
と
ら
れ
、
所
得
が
約
30
億
円
を
超
え
る

超
富
裕
層
だ
け
が
対
象
で
格
差
是
正
に
は
全

く
不
十
分
で
あ
る
。

　

分
離
課
税
の
大
幅
な
引
き
上
げ
を
行
い
基

幹
税
と
し
て
の
累
進
課
税
本
来
の
機
能
を
回

復
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
災
害
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て

　

現
行
の
雑
損
控
除
は
災
害
に
よ
る
損
失
と

盗
難
、
横
領
に
よ
る
損
失
が
同
じ
取
扱
い
に

な
っ
て
い
る
。



（20）
　

近
年
は
各
地
で
大
規
模
な
自
然
災
害
が
起
き

て
い
る
。
災
害
に
よ
る
損
失
は
盗
難
、
横
領
に

よ
る
損
失
よ
り
も
多
額
に
な
っ
て
い
て
保
険
金

で
損
失
が
カ
バ
ー
で
き
き
れ
な
い
た
め
雑
損
控

除
か
ら
独
立
し
た
控
除
の
創
設
を
要
望
す
る
。

3
．
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　

所
得
税
に
関
す
る
各
種
控
除
は
、
社
会
変

化
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
行
制
度
の

中
で
給
与
所
得
控
除
、
公
的
年
金
控
除
の
引

き
下
げ
や
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ
又
、
ひ
と

り
親
控
除
の
創
設
等
に
よ
り
複
雑
化
が
著
し

く
、
事
務
負
担
な
ど
が
増
加
し
て
い
る
た
め
、

整
理
・
合
理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
整
理
・

合
理
化
に
あ
た
っ
て
は
、
税
制
だ
け
で
は
な

く
、
社
会
保
障
制
度
の
在
り
方
な
ど
も
一
体

と
し
て
働
き
方
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

な
る
よ
う
多
角
的
な
検
討
を
求
め
る
。

4
．
年
少
扶
養
控
除
の
復
活
に
つ
い
て

　

年
少
扶
養
控
除
は
子
供
手
当
の
創
設
に
伴

い
、
2
0
1
1
年
度
に
廃
止
さ
れ
た
。
し
か

し
2
0
1
2
年
度
に
は
子
供
手
当
が
廃
止
さ

れ
、
児
童
手
当
に
改
組
さ
れ
た
。
児
童
手
当

は
0
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
者
に
支
給
さ
れ
る
が
所
得
制
限

が
あ
り
、
所
得
制
限
の
前
後
で
児
童
手
当
を

含
め
た
世
帯
収
入
の
逆
転
現
象
が
生
じ
る
問

題
も
あ
る
。
出
産
と
子
育
て
は
全
て
の
世
帯

に
と
っ
て
担
税
力
が
減
殺
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
子
育
て
支
援
は
実
効
性
が
あ
る
べ
き
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
児
童
手
当
の

あ
り
方
を
見
直
し
、
年
少
扶
養
控
除
を
復
活

す
る
べ
き
で
あ
る
。

5
．
源
泉
所
得
税
の
納
付
期
限
に
つ
い
て

　

我
が
国
の
取
引
の
決
済
は
ほ
と
ん
ど
が
月

末
に
行
わ
れ
て
お
り
、
諸
公
課
の
納
期
限
も

お
お
む
ね
月
末
と
な
っ
て
い
る
。
源
泉
徴
収

義
務
者
の
事
務
効
率
の
観
点
か
ら
納
付
期
限

を
給
与
等
の
支
払
月
の
翌
月
末
日
に
、
納
期

特
例
適
用
者
の
納
期
限
は
1
月
末
日
と
7
月

末
日
に
改
め
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

消
費
税
関
係

1
．�

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
）
に
つ
い
て

　

2
0
2
2
年
10
月
か
ら
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
の
登
録
事
業

者
の
申
請
が
開
始
さ
れ
、
本
年
10
月
か
ら
の

導
入
が
迫
り
全
て
の
事
業
者
に
対
し
て
、
経

理
・
納
税
方
法
の
変
更
を
強
い
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
免
税
事
業
者
は
適
格
請
求
書

等
を
発
行
で
き
な
い
た
め
、
取
引
か
ら
排
除

や
不
当
な
値
下
げ
を
強
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が

予
想
さ
れ
、
課
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
選

択
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
法
人
と
比

べ
て
売
上
の
少
な
い
場
合
が
多
い
個
人
事
業

者
に
と
っ
て
は
、
消
費
税
の
納
税
額
は
決
し

て
少
な
く
な
い
負
担
と
な
り
得
る
と
と
も
に
、

消
費
税
相
当
額
の
転
嫁
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
免
税
事
業
者
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
個
人
事
業
者

の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
ま
ま
だ
と
適
格
請
求

書
が
発
行
で
き
ず
廃
業
や
仕
事
を
失
う
リ
ス

ク
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
令
和
5
年
度
税
制
改
正

で
登
録
申
請
に
お
け
る
手
続
き
の
柔
軟
化
や

新
た
な
負
担
軽
減
措
置
等
が
盛
り
込
ま
れ
た

が
、
あ
く
ま
で
も
時
限
的
な
措
置
で
あ
り
、
期

間
が
す
ぎ
れ
ば
全
額
納
税
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

長
年
に
わ
た
り
、
帳
簿
お
よ
び
請
求
書
等

保
存
方
式
に
よ
り
、
所
得
課
税
と
消
費
税
の

計
算
が
一
体
的
に
計
算
で
き
る
仕
組
み
が
定

着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
十
分
な
期
間
を
設

け
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て

　

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
は
消
費
税
率

10
％
へ
の
引
き
上
げ
時
に
低
所
得
者
対
策
と

し
て
実
施
さ
れ
た
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
で
の
買
い
物
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
、
プ
レ

ミ
ア
ム
商
品
券
の
発
行
等
に
よ
る
政
治
的
な

「
ば
ら
ま
き
」
に
よ
っ
て
、
歳
出
が
歳
入
を
上

回
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

法
人
会
は
こ
れ
ま
で
消
費
税
増
税
に
つ
い

て
事
業
者
の
事
務
負
担
増
、
税
制
の
簡
素
化

及
び
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、
税
率
10
％
ま

で
は
単
一
税
率
を
要
望
し
て
き
た
。「
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
」
と
い
う
当
初
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
軽
減
税
率
制
度
を
廃
止

す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て
は
簡
素
な

給
付
措
置
の
実
施
を
要
望
す
る
。

3
．
事
業
者
免
税
点
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て

　

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
1
，
0
0
0
万

円
以
下
の
事
業
者
は
消
費
税
の
納
税
が
免
除

さ
れ
て
い
る
。
消
費
税
は
事
業
者
、
消
費
者

の
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
制
度
で
あ

り
、
益
税
等
そ
の
信
頼
性
を
損
な
う
特
例
措

置
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州
主
要

国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業

承
継
税
制
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
中
小
企

業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹
が

揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
事
業
に
資
す
る
相
続

に
つ
い
て
は
、
事
業
従
事
を
条
件
と
し
て
他

の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非
上
場
株
式
を

含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
免
除
す
る

制
度
の
創
設
を
求
め
る
。

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

1
．
相
続
税
の
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

2
0
1
3
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

2
0
1
5
年
1
月
1
日
以
降
の
遺
産
に
係

る
基
礎
控
除
額
（
5
，
0
0
0
万
円
＋
1
，

0
0
0
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
が
、

（
3
，
0
0
0
万
円
＋
6
0
0
万
円
×
法
定

相
続
人
の
数
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
課
税
が

強
化
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
相
続
の
課
税
件

数
割
合
は
改
正
前
の
2
倍
程
度
に
な
っ
て
い

る
。
課
税
割
合
が
高
す
ぎ
る
た
め
、
基
礎
控

除
額
を
（
4
，
0
0
0
万
円
＋
8
0
0
万
円

×
法
定
相
続
人
の
数
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と

を
要
望
す
る
。

2
．�

相
続
時
精
算
課
税
制
度
非
課
税
枠
の
拡

大
等
に
つ
い
て

　

相
続
時
精
算
課
税
は
一
定
の
直
系
親
族
間

の
贈
与
に
認
め
ら
れ
た
特
例
と
し
て
、
2
，

5
0
0
万
円
ま
で
の
贈
与
に
は
贈
与
税
が
か

か
ら
ず
、
贈
与
財
産
の
種
類
、
金
額
、
贈
与
回

数
、
年
数
に
制
限
が
な
く
早
期
に
若
年
者
に

多
額
の
財
産
を
移
転
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ

る
も
の
の
、
内
容
の
複
雑
さ
や
、
ど
ん
な
場
合

に
適
し
て
い
る
か
が
分
か
り
づ
ら
く
、
利
用
し

た
こ
と
か
ら
発
生
す
る
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、

利
用
す
る
人
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
令
和
5
年

度
税
制
改
正
で
新
た
に
「
年
1
1
0
万
円
の

基
礎
控
除
」
の
枠
が
加
わ
り
、
2
0
2
4
年

1
月
以
降
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択

し
た
人
へ
の
贈
与
で
も
、
年
1
1
0
万
円
ま

で
な
ら
贈
与
税
も
相
続
税
も
か
か
ら
ず
申
告

も
い
ら
な
く
な
り
、
か
な
り
使
い
勝
手
が
良

く
な
り
利
用
す
る
人
が
増
え
る
可
能
性
は
大

き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来

か
ら
あ
る
内
容
の
複
雑
さ
と
デ
メ
リ
ッ
ト
も

残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
利
用
す
る
場
合

は
相
当
の
注
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
非

課
税
枠
の
拡
大
を
含
め
更
な
る
利
用
し
や
す

い
制
度
の
見
直
し
を
要
望
す
る
。

3
．�

贈
与
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て

　

現
行
の
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
は

2
0
0
1
年
に
1
1
0
万
円
に
拡
大
さ
れ
て

以
来
低
い
水
準
に
設
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、

資
産
が
高
齢
者
に
遍
在
し
て
い
る
。
若
年
層

へ
の
資
産
の
円
滑
な
移
転
の
促
進
に
よ
る
消

費
拡
大
に
寄
与
す
る
観
点
か
ら
も
贈
与
税
の

基
礎
控
除
額
を
現
行
の
1
1
0
万
円
か
ら

2
0
0
万
円
へ
の
引
き
上
げ
を
要
望
す
る
。

印
紙
税
の
廃
止
に
つ
い
て

　

印
紙
税
は
契
約
者
や
領
収
書
な
ど
の
「
紙
」

に
課
税
さ
れ
る
が
電
子
契
約
な
ど
デ
ジ
タ
ル

文
書
に
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
極
め

て
不
合
理
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
た

め
廃
止
を
要
望
す
る
。

地
方
税
関
係

1
．
固
定
資
産
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
、
特
に
土
地
、
家
屋
の
長

期
的
な
収
益
低
下
に
も
関
わ
ら
ず
負
担
感
が

大
き
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
家
屋
の
評
価
に

つ
い
て
は
、
家
屋
評
価
担
当
者
の
建
築
に
関

す
る
不
十
分
な
知
識
等
に
よ
り
評
価
を
見
誤
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る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
家
屋
評
価
の
簡
素
化
・

合
理
化
を
図
り
、
築
後
経
過
年
数
に
応
じ
た

評
価
方
法
に
す
る
な
ど
抜
本
的
な
見
直
し
を

す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
、
空
き
家
、
空
き
店
舗
が
社

会
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
建
物
の
老
朽
化
、

腐
朽
、
破
損
、
雑
草
の
繁
茂
等
に
よ
る
景
観

の
悪
化
や
倒
壊
に
よ
る
周
辺
住
民
や
通
行
人

へ
の
危
害
、
更
に
犯
罪
の
温
床
に
も
つ
な
が

り
か
ね
な
い
。

　

空
き
家
の
解
体
に
は
費
用
の
負
担
増
な
ど

に
よ
り
な
か
な
か
空
き
家
対
策
が
進
ま
な
い

現
状
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
固
定
資
産

税
の
仕
組
み
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
て
、
土

地
の
上
に
建
物
が
建
っ
て
い
る
と
最
大
で
6

分
の
1
に
軽
減
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
建
物

を
解
体
し
更
地
に
す
る
こ
と
で
固
定
資
産
税

が
最
大
で
3
～
4
倍
程
度
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
空
き
家
対
策
を
進

め
る
観
点
か
ら
建
物
を
解
体
し
、
更
地
に
し

た
固
定
資
産
税
の
負
担
調
整
措
置
を
講
じ
る

必
要
が
あ
る
。

2
．�

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
廃
止

に
つ
い
て

　

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
中

小
企
業
に
も
課
税
さ
れ
る
た
め
、
中
小
企
業

の
設
備
投
資
を
阻
害
し
て
い
る
。
特
に
、
製

造
業
を
中
心
と
す
る
多
額
の
設
備
を
有
す
る

企
業
に
お
い
て
は
固
定
資
産
税
が
高
負
担
と

な
っ
て
お
り
、
企
業
収
益
を
圧
迫
し
、
企
業

競
争
力
に
悪
影
響
を
与
え
る
。
国
際
的
に
も

事
業
用
資
産
に
対
す
る
課
税
が
稀
で
あ
る
こ

と
か
ら
廃
止
を
要
望
す
る
。

3
．
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

　

不
動
産
業
者
が
商
品
と
し
て
仕
入
れ
る
土

地
や
建
物
は
販
売
を
目
的
と
し
て
取
得
す

る
も
の
で
取
得
者
が
使
用
す
る
も
の
で
は
な

い
。
不
動
産
取
得
税
の
減
免
又
は
免
税
を
要

望
す
る
。

4
．
超
過
課
税
に
つ
い
て

　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
主
に
法
人
が
対
象

と
さ
れ
て
お
り
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税

を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
く
、
課
税
の

公
平
を
欠
く
安
易
な
課
税
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
超
過
課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体

は
出
来
る
だ
け
早
く
標
準
税
率
に
戻
す
べ
き

で
あ
る
。

5
．
そ
の
他

⑴ 

森
林
環
境
税
の
二
重
課
税
の
解
消
と
森
林
環

境
譲
与
税
配
布
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

森
林
環
境
税
は
2
0
1
8
年
度
の
税
制
改

正
で
導
入
さ
れ
、
2
0
2
4
年
度
か
ら
住
民

税
に
一
律
1
，
0
0
0
円
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。

し
か
し
、
森
林
環
境
税
は
同
じ
森
林
整
備
の

名
目
で
す
で
に
全
国
37
府
県
と
横
浜
市
で
独

自
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
導
入
し

て
い
る
県
に
と
っ
て
は
、
2
0
2
4
年
度
以

降
は
「
二
重
課
税
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
制

度
開
始
ま
で
に
二
重
課
税
と
な
ら
な
い
よ
う

調
整
・
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
森
林
環
境
税
を
財
源
と
し
て
自
治

体
に
配
る
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
2
0
1
9

年
度
か
ら
市
区
町
村
及
び
都
道
府
県
へ
の
譲

与
が
始
ま
り
、
使
い
道
が
森
林
整
備
及
び
そ

の
促
進
に
関
す
る
費
用
と
さ
れ
て
い
る
が
、

現
行
の
配
布
基
準
は
私
有
林
人
工
林
面
積

50
％
、
林
業
就
業
者
数
20
％
、
人
口
30
％
と

な
っ
て
い
て
森
林
が
少
な
く
林
業
が
盛
ん
で

は
な
い
都
市
部
に
相
対
的
に
多
い
額
が
配
分

さ
れ
、
森
林
が
多
い
自
治
体
に
十
分
な
配
分

が
さ
れ
な
い
よ
う
な
算
定
基
準
と
な
っ
て
い

る
。
納
税
者
か
ら
納
得
が
得
ら
れ
る
算
定
基

準
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

⑵ 

ガ
ソ
リ
ン
等
税
制
の
根
本
的
な
見
直
し
及
び

揮
発
油
へ
の
二
重
課
税
の
解
消
に
つ
い
て

　

揮
発
油
税
は
道
路
の
建
設
や
修
理
を
目
的

と
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
目
的
税
と
し
て

徐
々
に
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
1
9
7
4

年
に
は
ガ
ソ
リ
ン
1
L
当
た
り
本
則
税
率

28
．
7
円
に
25
．
1
円
を
加
え
た
53
．
8
円

の
暫
定
税
率
が
続
い
て
い
る
。
本
来
時
限
期

間
で
あ
る
は
ず
の
暫
定
税
率
が
長
年
に
わ

た
っ
て
い
て
、
道
路
特
定
財
源
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
整
備
が
行
き
届
い
た

現
在
で
は
本
来
の
目
的
以
外
に
も
使
わ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
消
費
税
が
導
入
さ
れ
て
以

降
は
こ
の
揮
発
油
税
に
消
費
税
（
5
．
4
円
）

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
軽
油
も

暫
定
税
率
と
な
る
軽
油
引
取
税
1
L
当
た
り

32
．
1
円
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

近
年
の
原
油
価
格
高
騰
は
円
安
の
進
行
と

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
後
さ
ら
に
拍
車

が
か
か
り
、
ガ
ソ
リ
ン
の
高
止
ま
り
は
国
民

生
活
や
経
済
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ガ
ソ

リ
ン
の
全
国
平
均
価
格
が
3
か
月
連
続
で

1
6
0
円
を
超
え
た
場
合
、
ガ
ソ
リ
ン
税
を

25
．
1
円
引
き
下
げ
る
ト
リ
ガ
ー
条
項
の
発

動
も
検
討
さ
れ
た
が
、
政
府
は
2
0
2
2

年
1
月
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
燃
料
価
格
の

上
昇
を
抑
え
る
た
め
、
石
油
元
売
り
会
社
に

補
助
金
を
支
給
す
る
「
燃
料
油
価
格
激
変
緩

和
策
」
を
実
施
し
、
現
在
は
1
リ
ッ
ト
ル

1
6
8
円
を
基
準
価
格
と
し
た
上
で
、
そ
れ

を
上
回
る
分
に
つ
い
て
25
円
（
上
限
額
）
ま

で
は
全
額
を
、
上
限
を
超
え
た
分
に
つ
い
て

は
そ
の
半
額
を
支
給
し
て
い
る
。
2
0
2
3

年
1
月
か
ら
5
月
に
か
け
て
、
こ
の
25
円
の

上
限
額
を
毎
月
2
円
ず
つ
引
き
下
げ
、
6
月

以
降
に
つ
い
て
は
段
階
的
に
縮
小
す
る
方
針

を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
今
後
も
原
油
価
格

の
高
騰
が
続
け
ば
、
際
限
な
く
補
助
金
（
税

金
）
の
投
入
が
続
く
悪
循
環
に
陥
る
可
能
性

が
大
き
い
。
ま
た
消
費
者
に
と
っ
て
は
ガ
ソ

リ
ン
が
値
上
が
り
し
な
い
の
は
あ
り
が
た
い

が
、
結
果
的
に
別
の
形
で
消
費
者
の
税
負
担

増
は
避
け
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

政
府
は
ガ
ソ
リ
ン
等
税
制
の
抜
本
的
な
見
直

し
を
2
0
2
5
年
ま
で
に
実
施
す
る
と
し
て

い
る
が
、
今
後
も
原
油
が
高
止
ま
り
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
生
活
や
経
済

活
動
に
必
要
不
可
欠
な
ガ
ソ
リ
ン
等
燃
料
の
適

正
価
格
の
在
り
方
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
多
様
化

や
省
エ
ネ
、
脱
炭
素
を
ど
う
す
る
の
か
な
ど
、

今
後
を
見
据
え
た
ガ
ソ
リ
ン
等
の
税
制
改
革
の

実
現
と
揮
発
油
税
へ
の
二
重
課
税
を
直
ち
に
解

消
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

⑶
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
大
都
市
か
ら
地
方

へ
税
収
移
転
を
目
的
に
始
ま
っ
た
制
度
で
あ

る
が
、
人
気
の
返
礼
品
が
あ
る
自
治
体
に
寄

付
が
集
中
し
、
自
治
体
で
税
収
を
奪
い
合
う

構
図
が
続
い
て
い
る
。

　

総
務
省
が
公
開
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

2
0
2
1
年
度
の
寄
付
額
は
過
去
最
多
の

8
，
3
0
2
億
円
に
対
し
、
46
％
に
あ
た
る

3
，
8
5
1
億
円
が
経
費
に
な
っ
て
い
て
住

民
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
べ
き
税
金
の
約
半

額
が
経
費
と
し
て
消
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
寄
付
を
受
け
た
分
か
ら
経
費
を
引

い
た
収
支
で
は
全
国
の
自
治
体
の
27
％
が
赤

字
で
、
高
止
ま
り
す
る
経
費
が
赤
字
の
一
因

に
な
っ
て
い
る
。
返
礼
品
の
調
達
と
し
て
地

元
に
落
ち
る
分
は
ま
だ
し
も
、
少
な
く
な
い

金
額
が
仲
介
サ
イ
ト
へ
の
手
数
料
と
し
て
特

定
企
業
に
流
れ
、
ゆ
が
ん
だ
政
策
に
な
っ
て

い
る
。
手
数
料
の
制
限
な
ど
制
度
見
直
し
を

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
租
税
教
育
に
つ
い
て

　

租
税
教
育
は
、
少
子
高
齢
化
が
す
す
む
現
在

に
お
い
て
、
超
高
齢
化
社
会
の
現
役
世
代
と
な

る
子
供
た
ち
が
、
税
の
意
義
や
税
が
果
た
す
役

割
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
を
深
め
る
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
学
校
教
育
の
み
な

ら
ず
、
社
会
全
体
で
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ

り
、
そ
の
対
象
を
大
学
生
や
社
会
人
ま
で
拡
大

す
る
な
ど
、
国
民
全
体
で
税
に
つ
い
て
考
え
る

環
境
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

⑸
震
災
復
興
に
つ
い
て

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
、

2
0
2
1
年
度
か
ら
25
年
度
ま
で
の
5
年
間

を
「
第
2
期
復
興
・
創
生
期
間
」
と
位
置
付
け
、

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算

執
行
を
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故

の
対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
適
切
な
支
援
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
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大月税務署人事異動のお知らせ 令和 5 年 7 月 10 日

官 　 職 　 名
現　　　　任　　　　者

前　任　署 異　動　先氏　名 氏　名
前　　　　任　　　　者

署 　 　 　 長  清田　康隆 東京局　調査第四部調査第 55 統括官 佐藤　　清 退官

総 務 課 長  吉田　　正 武蔵府中署　資１統括官 森田　政雄 相模原署　総務課長

管理運営・徴収統括官 鈴木　匡一 練馬西署　　徴上席 井澤　隆広 町田署　　徴統括官

個 １ 統 括 官  今泉　孝弘 木更津署　　個２統括官 松本　卓雄 東京局　税務相談室税務相談官

個 ２ 統 括 官  桶作　　聡 （留任）  

資 産 統 括 官  小坂　篤志 横浜南署　　資２統括官 新井　秀宜 向島署　　資統括官

法 １ 統 括 官  大山千奈美 鰍沢署　　　法統括官 下倉　貴幸 八王子署　法１統括官

法 ２ 統 括 官  天野　忠人 （留任）  

法 ３ 統 括 官  住友　卓二 川崎北署　　法４上席 窪澤　昭博 甲府署　　法３統括官

法１総括上席 河合　孝幸 （留任）  

法１審理調査官 明石　裕也 （留任）  

　

前
大
月
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
　
　
清

　

令
和
５
年
７
月
を
持
ち
ま
し
て
、
私

は
定
年
を
迎
え
、
大
月
税
務
署
長
を
最

後
に
思
い
出
の
多
い
国
税
の
職
場
を
退

官
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

細
田
前
会
長
及
び
山
口
新
会
長
を
は

じ
め
、
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
方
の

税
務
行
政
に
対
す
る
深
い
御
理
解
と
暖

か
い
御
支
援
を
い
た
だ
い
た
お
陰
で
大

月
税
務
署
長
の
任
を
最
後
ま
で
全
う
す

る
こ
と
が
で
き
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

大
月
税
務
署
が
、
私
の
国
税
職
員
と

し
て
初
め
て
の
人
事
異
動
先
で
あ
り
、

ま
た
最
後
の
職
場
と
な
っ
た
こ
と
は
感

慨
深
く
、
自
然
が
豊
か
な
こ
の
地
で
の

一
年
間
は
非
常
に
思
い
出
深
い
も
の
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
一
年
間
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

長
引
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
下
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
本
会

の
み
な
ら
ず
、
女
性
部
会
及
び
青
年
部

離
任
の
御
挨
拶

大山千奈美 法１統括官 清田康隆 署長吉田正 総務課長

●
出
身
地

　
大
分
県
大
分
市

●
趣
　
味

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

●
モ
ッ
ト
ー

　�

何
事
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
精

神
を
も
っ
て

●
出
身
地

　
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市

●
趣
　
味

　
釣
り

●
モ
ッ
ト
ー

　
明
る
く
楽
し
く

●
出
身
地

　
山
梨
県
甲
府
市

●
趣
　
味

　
愛
犬
と
の
散
歩

●
モ
ッ
ト
ー

　
日
に
新
た

新
任
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
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大
月
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
田
　
康
隆

　

初
秋
の
候
、
公
益
社
団
法
人
大
月
法
人

会
の
会
員
の
皆
様
に
は
、
ま
す
ま
す
御
清

栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
人
事
異
動
で
大
月
税
務
署

長
を
拝
命
し
、
東
京
国
税
局
調
査
第
四

部
第
55
部
門
統
括
国
税
調
査
官
か
ら
参

り
ま
し
た
清
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
任

の
佐
藤
同
様
、
御
懇
情
賜
り
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

山
口
会
長
を
は
じ
め
大
月
法
人
会
の

会
員
の
皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行

政
の
円
滑
な
運
営
に
対
し
ま
し
て
、
深

い
御
理
解
と
多
大
な
る
御
協
力
を
賜

り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
し
い

税
知
識
の
普
及
活
動
を
目
的
と
し
た
各

種
説
明
会
・
研
修
会
を
開
催
さ
れ
る
ほ

か
、
納
税
道
義
の
高
揚
の
た
め
の
活
動

と
し
て
次
世
代
を
担
う
児
童
・
生
徒
を

対
象
に
し
た
「
租
税
教
室
」
並
び
に
、

小
学
生
に
よ
る
「
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー

ル
」・「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
」
及
び
高
校
生
に
よ
る
「
税
の

標
語
募
集
」
を
開
催
さ
れ
る
と
と
も
に
、

着
任
の
御
挨
拶

地
域
に
根
ざ
し
た
社
会
貢
献
活
動
な
ど

に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
山
口
会

長
を
は
じ
め
、
役
員
並
び
に
会
員
の
皆

様
の
御
尽
力
の
賜
物
で
あ
る
と
、
深
く

敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
皆
様
御
承
知
の
よ
う
に
、
消

費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導

入
が
本
年
の
10
月
に
、
ま
た
電
子
帳
簿

保
存
法
制
度
の
う
ち
電
子
取
引
デ
ー
タ

保
存
制
度
の
導
入
が
来
年
の
１
月
に

迫
っ
て
お
り
ま
す
。
貴
会
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
各
支
部
に
お
い
て
研
修
会
を

開
催
し
て
い
た
だ
き
、
制
度
の
周
知
・

広
報
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
私
ど
も
と
致
し
ま
し

て
も
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
積

極
的
な
周
知
・
広
報
に
取
り
組
ん
で
参

り
ま
す
の
で
、
貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て

も
引
き
続
き
御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
で
は
令
和
３
年
６
月

に
「
税
務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン-

税
務
行
政
の

将
来
像
2.0-

」
を
公
表
し
、
デ
ジ
タ
ル

を
活
用
し
た
、
国
税
に
関
す
る
手
続
や

業
務
の
在
り
方
の
抜
本
的
な
見
直
し
に

取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

取
組
を
更
に
加
速
さ
せ
る
た
め
、
当
該

将
来
像
2.0
を
改
定
し
「
税
務
行
政
の
将

来
像
２
０
２
３
」
を
本
年
６
月
に
公
表

致
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
で
は
、
従
前
の

「
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
」
と
「
課
税
・

徴
収
事
務
の
効
率
化
・
高
度
化
等
」
に
、

「
事
業
者
の
デ
ジ
タ
ル
化
促
進
」
が
新

た
な
柱
と
し
て
加
わ
り
ま
し
た
。
事
業

者
の
取
引
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
及
び
会

計
・
経
理
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
を
強

力
に
推
進
す
る
こ
と
は
、
政
府
全
体
と

し
て
取
り
組
む
重
要
な
課
題
の
一
つ
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
税
務

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
併
せ
て
、
事
業

者
の
業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
促
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
税
務
を
起
点
と
し
た
社

会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
及
び
事

業
者
の
生
産
性
の
向
上
等
に
向
け
た
施

策
を
進
め
て
参
り
ま
す
。
こ
う
し
た
取

組
を
促
進
し
て
い
く
上
で
は
、
貴
会
の

皆
様
方
と
の
連
携
・
協
力
が
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
５
年
分
の
確
定
申
告
か

ら
は
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
提
出
さ
れ
た
従
業

員
の
皆
様
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

の
情
報
が
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
よ

る
自
動
入
力
の
対
象
と
な
り
、
従
業
員

の
皆
様
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
利
用
し
た
確
定
申
告
の
利
便
性
が
大

幅
に
向
上
す
る
こ
と
か
ら
、
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
を
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
で
御
提
出

い
た
だ
く
よ
う
、
会
員
の
皆
様
へ
の
周

知
を
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
ま
し
て
、
公
益
社
団

法
人
大
月
法
人
会
の
御
発
展
と
会
員
の

皆
様
方
の
御
健
勝
並
び
に
事
業
の
御
繁

栄
を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私

の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

会
を
中
心
と
し
た
租
税
教
育
や
各
支
部

に
お
け
る
税
務
研
修
会
の
開
催
な
ど
の

税
の
啓
蒙
活
動
等
、
幅
広
い
事
業
活
動

を
活
発
に
展
開
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

特
に
、「
小
学
生
の
税
金
絵
画
コ
ン

ク
ー
ル
」「
小
学
生
の
税
に
関
す
る
絵

は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
及
び
「
高
校
生

の
税
に
関
す
る
標
語
」
の
選
考
会
に
お

い
て
多
く
の
作
品
を
目
の
当
た
り
に

し
、
次
世
代
を
担
う
子
供
た
ち
が
、
税

に
つ
い
て
一
生
懸
命
考
え
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
る
と
と
も
に
、

皆
様
方
の
こ
う
し
た
御
事
業
へ
の
熱
意

を
強
く
感
じ
た
こ
と
が
印
象
深
く
残
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
皆
様
と
の
意
見
交
換
会
の
機

会
も
多
く
設
け
て
い
た
だ
き
、
様
々
な

お
話
を
聞
か
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ

う
し
た
、
皆
様
方
と
共
に
活
動
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の
人
生
に
お

い
て
最
も
思
い
出
に
残
る
一
年
間
で

あ
っ
た
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
公
益
社
団
法

人
大
月
法
人
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、

会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に
事
業

の
御
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し

て
、
離
任
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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大月税務署からのお知らせ
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大月税務署からのお知らせ
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❺
健 康 情 報

睡眠の見直しからはじめる睡眠の見直しからはじめる睡眠の見直しからはじめる

免疫力の高め方免疫力の高め方免疫力の高め方

 4）ストレスと免疫と睡眠の関係
【ストレス】
　医学や心理学の領域では、 「こころや体にかかる

外部からの刺激をストレッサーといい、ストレッ

サーに適応しようとして、こころや体に生じたさ

まざまな反応をストレス反応」と定義しています

（引用：厚生労働省 HP）。

　定義はこのようになりますが、一般的なイメー

ジでは、精神的ストレス＝苦痛や精神的疲労を感

じる負の現象ではないでしょうか。

　精神的な疲労感と免疫反応と睡眠の間には
相関関係があることがわかっています。そして、

それらは連動して動く傾向があるという結果があり

ます。

第 2 章　免疫力と睡眠の関係
つづき

　精神的に弱っている状態やうつ状態の人ほど風

邪にかかりやすいというデータもあります。

　精神神経免疫学の分野では、上記のことから、

免疫系を自己制御する（免疫を適切に働かせる）

ためには、体調管理だけでなく、精神的なリラク

ゼーションが不可欠です。

　例えば、マインドフルネス瞑想などを取り入れ

るとよいと推奨されています。

　もともと睡眠には、肉体疲労と脳疲労の回復と

いう目的やストレスを軽減する効果があります。

　しかし寝る前は悩まない、起きている間にある

程度ストレスを解消するなど対処しておかないと

睡眠の質は低下します。睡眠で対処しきれない精

神的ストレスは、最悪、不眠障害へとつながります。

　①起きている間に、ストレス解消をする。
　②ストレッサーに対する捉え方、思考を 
　　変える。
　③寝る前はリラックスタイムを設ける。
　④寝る前はストレッサーから思考を切り 
　　離す。 
　　→寝床は寝るところ。布団の中で悩ま 
　　　ない。

など、ストレス対策を取り入れて、免疫力を落と

さずしっかり発揮し、睡眠の質を上げましょう。

図２　精神的疲労、免疫系と睡眠の関係
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